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はじめに 

 

１ 実施方針 

  効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たして

いくため、教育委員会の点検・評価と併せ藤沢市教育振興基本計画の進行管

理を実施し、教育委員会活動報告とともに公表していきます。 

 

２ 趣旨 

「藤沢市教育振興基本計画」は、本市の教育に関する総合的な中期計画と

して２０１１年（平成２３年）３月に策定をしました。その計画を確実に推

進していくため、平成２４年度から外部の有識者による藤沢市教育振興基本

計画評価委員会を設置し、教育委員会の点検・評価と併せ、本計画に位置づ

けられている全事業の進行管理を行うこととしました。 

点検・評価については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（以

下「地教行法」という。）第２６条第１項において「教育委員会は、毎年、

その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表し

なければならない。」とされています。 

  今年度も昨年度と同様に点検・評価結果と全事業の進行管理を併せた報告

書を作成し、いただいたご意見については、計画の進行や見直しなどに生か

していきます。 

 

３ 実施方法 

（１）  点検・評価に当たっては、地教行法第２６条第２項の規定を踏まえ、

藤沢市教育振興基本計画評価委員会において、教育に関し学識経験を有

する委員の方々が、主体的に抽出した７事業について重点的に議論し、

様々なご意見・ご助言をいただきました。 

評価の方法については、教育振興基本計画の体系図から教育部内と生

涯学習部内の重点事業、及び点検・評価対象希望事業を中心に、基本方

針ごとに実施事業を抽出して対象事業としました。 

また、事業の進捗状況・効果・成果等を明らかにし、課題・問題点を

分析して課題解決の具体的方策を検討しました。 

（２） 教育振興基本計画の進行管理については、全事業を一覧表でまとめ、

進捗状況と所管する課の自己評価を明確にしました。 
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４ 藤沢市教育振興基本計画評価委員会  

（敬称略） 

 氏 名 役 職 等 

委員長 藤 井 佳 世 横浜国立大学教育学部准教授 

副委員長 渡 邉 美 子 学校・家庭・地域連携推進会議会長会 

委 員 渡 邊 泰 典 
多摩大学グローバルスタディーズ学部

教授 

委 員 伴  瑞 穂 藤沢の子どもたちのためにつながる会 

 

５ 開催状況 

（１） 第１回藤沢市教育振興基本計画評価委員会  ２０１８年７月６日 

    ・藤沢市教育振興基本計画評価委員委嘱 

    ・委員長選出、副委員長指名 

    ・藤沢市教育振興基本計画各基本方針の自己評価について説明及び質

疑応答 

・点検・評価対象事業の抽出 

 

（２） 第２回藤沢市教育振興基本計画評価委員会   ２０１８年７月３１日 

    ・点検・評価対象事業について担当課より事業説明 

    ・事業説明に関する質疑応答 

 

（３） 第３回藤沢市教育振興基本計画評価委員会   ２０１８年８月２０日 

   ・点検・評価対象事業についての追加質問 

・点検・評価対象事業に対する講評 

・全事業の進行管理についての意見 

・点検・評価及び進行管理を通じての教育委員会へのアドバイス 
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【参考】「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」～抜粋～ 

   (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

 第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第一項の規 

定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条 

第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。） 

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報 

告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

 ２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学 

識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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１ 点検・評価対象事業一覧 

 

 

事業コード 事 業 名 担当課 

１１４ 

 

中学校英語科教員派遣事業 

 

教育指導課 

２４４ 奨学金給付事業 教育総務課 

３１４ 

 

学校 ICT 機器整備事業 

（教育用・校務用 PC） 

教育総務課 

４１３ 
オリンピック・パラリンピック関

連事業 

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟ

ｯｸ開催準備室 

５２７ 歴史資料公開活用事業 郷土歴史課 

６３１ 生涯スポーツ活動推進事業 スポーツ推進課 

７２４ 学校・家庭・地域連携推進事業 教育総務課 
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●研修の実施
未実施

●授業実践の推進

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 中学校英語科教員派遣事業
担当部 教育部

１１４ 担当課 教育指導課
事業目的 変更（ある場合）

新学習指導要領（平成29年3月公示）により、平成32年度小学校で
全面実施される「外国語活動（3，4年）」及び「外国語（5，6年）」の授
業の充実に向け、小学校教員の外国語指導技術の向上を図る。

事業内容
市立小学校に中学校英語科教員を派遣し、全ての小学校教員を対
象に外国語指導に関する指導方法等の研修を実施する。

３１年度

小学校10校 小学校25校 小学校35校年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

実施 → →

予算額(千円） 268 200
決算額（千円） 74
執行率（％） 27.6

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

10校の小学校において、年間9回、放課後の時
間を利用（75分、長期休業中のみ90分）授業で
使用する英語や指導方法について、研修を実
施し、教員の意識向上・意欲喚起、また技術向
上を図ることができた。

H29年度の
総合評価

評価 次年度

B 継続

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由
・担任が自分の学級において研修内容を応用し、授業を実
施し、子どもたちへの意欲の喚起へとつなげている。
・学校で教員が一斉に学ぶことにより、一緒に授業を作ると
いう意識が高まり、相乗効果が生まれている。

受講者の毎回の振り返りや、年2回のアンケートよ
り、満足度が大変高い（99％超）ことから、この事業は
大変有効であると考える。

今後の方向
30年度は29年度をほぼ踏襲した形で実施。
31年度は市立全35小学校において、内容を精選して
実施する。

H３０年度事業計画

課題・問題点
受講者である小学校教員のアンケートや研修の振り返り等
を踏まえて、研修内容のさらなる充実を図る必要がある。

29年度の内容に加え、新学習指導要領や30年度4月
から使用する新教材を使って指導ができるように、研
修を行う。30年度は25校で実施（年間9回75分、放課
後の時間を利用、長期休業中のみ90分）。
授業で使用する英語や指導方法について、研修を実
施する。

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

今年度は小学校は新学習指導要領に則り、文部科
学省が作成した教材に基づいて移行期間内（平成30
～３１年度）の授業を行うため、その教材を扱う研修
も行う。そのため、前年度に１０校で実施した内容と
アンケートの結果等を踏まえながら、教材の使用方
法などを盛り込み、教員が授業を円滑に進められる
ような研修を実施していく。
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●奨学生の募集・選考
未実施

奨学生数　　３名
●奨学金の給付

●奨学生の継続支援（面談等）

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 奨学金給付事業
担当部 教育部

２４４ 担当課 教育総務課
事業目的 変更（ある場合）

経済的な理由により進学が困難な者に奨学金を給付し、教育の機
会均等を図る。

事業内容
・経済的な理由により大学等への進学が困難な者に奨学金を給付
する。
・社会に出て生き生きと活躍することができる人材を創出するため，
入学時から卒業時まで，奨学生の継続的な支援を行う。

３１年度

６名 ９名

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

実施 → →

実施 →

決算額（千円） 784
予算額(千円） 963 3,403

執行率（％） 81.4

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

奨学生数　3名
H29年度の
総合評価

評価 次年度

B 継続

・平成29年度奨学生に対して，学費相当額の奨学金
（学費奨学資金）の給付を行うとともに，面談（年4回
程度）等によるフォローアップを行う。
・新たに平成30年度奨学生の募集・選考を行い，入
学準備奨学資金の給付を行う。
・医学部等への進学希望者を対象とした新たな制度
の設計を行う。
・新たに整備した寄付方法等を記載した教育応援基
金のリーフレットを作成し，市民・企業等に配布する。

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

・福祉健康部，子ども青少年部と連携して面談を行い，奨
学生が安心して学べるよう丁寧なフォローに努める。
・昨年度の実施状況を踏まえ，適切な選考が行われるよう
審査委員会の運営に努める。
・寄付者の意向，社会的ニーズを勘案するとともに，国動向
等の情報収集に努め，新制度設計にあたる。
・リーフレットの配布について，関係機関と調整・実施し，市
民・企業等に対して広く基金の周知を図る。

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由
・市ホームページ・広報紙への掲載のほか，関係各所へチ
ラシを配布し，事業周知を行った。
　*チラシ配布場所：生活援護課，子育て給付課，各市民セ
ンター・公民館，市内児童養護施設・学習支援事業所，湘
南地区県立高等学校等，市立中学校（3年生へ別途配布）
・平成29年度奨学生の募集・選考を行った。
　*募集期間：6/1～6/30
　*応募者数：16名
　*一次選考：書類選考・・・合格者16名
　*二次選考：小論文・面接・・・合格者3名
・奨学生に対して，入学金相当額の奨学金（学費奨学資
金）を給付した。
　*給付者数：3名
　*給付額（合計額）：725,000円
・事業の原資となる教育応援基金について，市民・企業に
対して周知を行うとともに，寄付環境の整備を行った。
　*リーフレット配布：商工会議所，各市民センター・公民館
　*寄付専用口座開設：市内金融機関6行

課題・問題点
・平成29年度奨学生に対して，面談等により学習・生活状
況等を把握しながら丁寧なフォローアップを行っていく。
・医学部等への進学希望者を対象とした新たな制度の設
計・運営を行っていく。
・事業の原資となる教育応援基金について，市民・企業等
に対してさらなる周知を図っていく。

・計画どおりに事業を行うことができた。

今後の方向
・高等教育に係る国の動向・施策に注視しつつ事業
を実施していく。
・既存の実施内容に加え，医学部等への進学希望者
を対象とした新たな制度を実施していく。
・事業の継続的・安定的な運営を図るため，原資とな
る教育応援基金について，より効果的なPR活動を検
討し，実施していく。

H３０年度事業計画
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●小学校校内ＬＡＮの整備

●小学校校務支援システムの整備

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由
・校内LANを整備した小学校2校のパイロット校において、タ
ブレットパソコン等の教育情報機器を活用した学習等を
行った。
・パイロット校を会場として、全校を対象とした研修会を開催
し、パイロット校の教員が講師役となってICTを活用した学
習等について、事例の発表を行った。
・昨年度パイロット校2校に設置して効果の高かった電子黒
板を、H29は長後小学校に10台設置して、日々の学習の充
実に生かすことにした
・小学校校務用ＰＣを７１台増設するとともに、平成21年度
に設置したPC105台を更新した。整備率は39.9%に増加し
た。

課題・問題点
・小学校・特別支援学校の校内LANはパイロット校２校を除
き未設置であるが、県内の約9割の教室がLAN設置済であ
ることを考慮すると、本市の状況は大変厳しい状況にある。
・小学校の校務用PCの整備率は、他市町と比較しても極め
て低い状況であり、計画的かつ早急に整備を進める必要が
ある。
・小学校におけるプログラミング学習の必修化など、新学習
指導要領に対応した整備が必要である。

県平均と比較した整備率は極めて低い状況だが、設
定した目標に対しては、概ね達成したとする。

今後の方向

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

・学びを支え質の高い教育環境を整備するには、新
学習指導要領実施までにICT環境の整備を、一定の
水準まで引き上げる必要がある。それに向けた取組
として、平成３０年度は校務用PCの増設やグループ
ウェアの活用推進に取り組み、さらに平成３１年度の
機器の更新に合わせた整備をより良いものにするた
めに構成の検討を進める。

台数不足・整備不足の是正を計画的に進めるととも
に、ICTを活かした教育の質の向上に資する取組の
研究を進め、ICTが実現する新たな学びを本市でも展
開できるよう、様々な工夫・改善に努める。

H３０年度事業計画
・電子黒板についてはH28・29年度に設置した学校の
活用状況を検討したうえで、今後の方針を立ててい
く。一方で、小中学校でおよそ1,030の普通教室に大
型提示装置を設置するには、単体のプロジェクタを併
せて整備することで全教室への設置を早めるように
する。
・小学校校務用PCを390台増設し、整備率を77％に
引き上げることで校務の情報化をさらに推進する。
・学校グループウェアを4月より導入したことにより、
情報の連携強化や業務の効率化を推進する。

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

小学校校内LANの整備率4.1% （県平均89.4%）
小学校校務用パソコンの整備率33.9%
（県平均116.7%）

H29年度の
総合評価

評価 次年度

Ｂ 継続

決算額（千円） 492,191 529,483 539,127
執行率（％） 98.3 97.7 99.3

予算額(千円） 500,949 541,962 543,004 517,539

105台追加 143台追加 71台追加105台更新 390台追加 248台追加
（累計210台） （累計353台） （累計424台） （累計814台） （累計1062台）

全校整備へ

小校務整備 小校務整備 小校務整備 小校務整備 小校務整備

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度

小・特LAN研究 → 小･特LAN

事業目的 変更（ある場合）
・教育情報機器の活用による情報教育（情報モラル教育、パソコン
技能の習得等）の推進
・効率的な校務処理とその結果生み出される教育活動の質の改善

藤沢市教育情報化推進計画を策定したた
め、仮称を訂正した。
年次ごとの取組計画を、教育情報化推進計
画に合わせて訂正した。(H28)
平成２９年度予算を踏まえて、年次ごとの目
標値を修正した（H29以降）

事業内容
・教育用情報機器の整備
学校における情報モラル教育やパソコン技能の習得が求められて
いることに伴い、藤沢市教育情報化推進計画に基づき、教育情報環
境及び機器の整備を図り、児童生徒の学習の多くの場面における
教育情報機器を活用した学習の充実を図る。
・校務支援システムの構築・整備
藤沢市教育情報化推進計画に基づき、校務支援システムを整備す
ることによって効率的かつセキュリティの高い校務処理を行うことを
可能にする。

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名
学校ICT機器整備事業
（教育用・校務用ＰＣ）

担当部 教育部

３１４（113） 担当課 教育総務課
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●都市ボランティア等の募集・選考・面接・研修

未実施

●教育プログラムの活用・推進

●文化プログラムの活用・推進

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 オリンピック・パラリンピック関連事業
担当部 生涯学習部

４１３ 担当課

20,000

東京オリンピック・パラリンピック開催準備室

事業目的 変更（ある場合）
東京2020大会を契機とした様々な効果を，子どもたちをはじめとし
た，すべての市民が享受できることを目的とする。

事業内容
・東京2020大会に関するボランティアをはじめとした市民参加の推進
・藤沢市オリンピック・パラリンピック教育プログラムの推進
・藤沢市オリンピック・パラリンピック文化プログラムの推進

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

各種取組を推進す
るため，庁内に専
門部会を設置し，
検討を進めた。ま
た，ボランティアに
関するシンポジウ
ムを開催した。

●ボランティア等実施計画の策定

●教育プログラムの策定

●文化プログラムの策定

予算額(千円） 3,493 14,200

98.9
決算額（千円） 3,262 14,038
執行率（％） 93.3

課題・問題点
・平成29年度までは，主に各種の計画やプログラムの策定
を行っていた。平成30年度から，教育プログラムを中心に
各計画等の事業に子どもたちが参加できるよう，教育委員
会をはじめ，連携・調整を図り，児童生徒の参加者を確認し
て進めていく必要がある。

・学校や地域等で教育プログラム，文化プログラム内
に掲げる事業を実施。

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

・H３０年からは、教育プログラムの実践に向けた参
考事業例や文化プログラムをベースに学校や地域で
事業を実施し、児童生徒にオリンピック・パラリンピッ
ク教育を広めていく。

・市民参加に向けて気運を高めるため，ボランティア等実施
計画及び教育プログラム・文化プログラムを策定した。
・市民参加事業の取り組みは次のとおり
　ア：ボランティアフォーラム開催。
　　　参加者数356人
　イ：ボランティア講座実施。
　　　参加者数235人

※　予算措置された取組計画以外の子ども対象事業
　・あすチャレ！スクール：147人
　・オリンピック教室：60人
　・体感！セーリングの魅力in江の島（セーリング海上観戦
等）：114人
　・オリンピック・パラリンピックフラッグツアー：オープン
　・東京２０２０大会マスコット投票：オープン
　・プールでセーリング体験：46人
　パラスポーツ体験教室：24人

各種の事業実施にあたって，参加者の年齢別の確認
を行っていないため。

今後の方向
　子ども達がオリンピック・パラリンピックに関心を持
てるよう、教育委員会と連携し、関連事業を実施して
いく。

H３０年度事業計画

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

H29年度について、具体的な数値目標なし。
H29年度の
総合評価

評価 次年度

Ｄ 継続
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●歴史資料公開活用事業の実施

・引き続き公開活用事業の充実に努める。
・浮世絵館ホームページ及びみゆネットふじさわのリ
ニューアルを進めていく中でコンテンツの充実を図
る。
・ふじさわ宿交流館においては，地域との連携を図る
中で新たな展示を進めていく。

H３０年度事業計画
・市民ギャラリー常設展示室展示会の開催
・ふじさわ宿交流館郷土資料展示室での宿場関連展
示の実施
・地域（図書館等）における展示会の開催
・小学生のための郷土資料講座「考古」「民俗」の実
施
・年中行事ミニ展示（新林公園）の開催
・浮世絵館ホームページとみゆネットのリニューアル
によるコンテンツの充実

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

　　電子博物館みゆネットふじさわ等を活用し、歴史
に関する学習機会の確保並びに情報提供を図ってい
く。
　 また、歴史資料の公開活用を進めるにあたって
は、地域の方々の協力を得て、資料提供をしていた
だき、より多くの市民の郷土の歴史・文化に対する関
心を高めていく。

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由
・市民ギャラリー常設展示室展示会：「書く・描く・史か・字か
展」他，4回の展示を開催した。
・ふじさわ宿交流館郷土資料展示室において，「旧藤沢地
区の暮らしのひとこま」として新たな展示を行った。
・年中行事ミニ展示（新林公園等）：「こいのぼりと室内飾り」
「おひなさま」　を実施した。
・小学生のための郷土資料講座　32校93クラス実施した。
・浮世絵館ホームページと連携した「みゆネットふじさわ」の
コンテンツを充実させた。
・浮世絵館ホームページ及びみゆネットふじさわのリニュー
アルに向けて，公募型プロポーザルにより業者の選定を進
めた。

・常設展示室以外での展示活動に加え、ふじさわ宿
交流館での新たな展示展開や，浮世絵館ホームペー
ジ及びみゆネットふじさわのリニューアルに向けた取
り組みを進めたため。

今後の方向

決算額（千円） 3,231 3,625 3,345
執行率（％） 87.2 99.1

課題・問題点
　多くの市民に見ていただけるようさらなる周知を進める必
要がある。

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

展示会開催延日数（274日）
H29年度の
総合評価

予算額(千円） 3,707

評価 次年度

Ａ 継続

3,658 3,660 5,467

91.4

事業目的

展示会開催延日数

変更（ある場合）
展示会開催等により，地域の歴史・文化に対する理解を深め，郷土
愛の醸成を促す。

事業内容

H２７年度 H２８年度

地域施設における展示事業実施，学校等における郷土資料講座の
実施，電子博物館の整備等，公開活用事業の充実を図る。

H２９年度 H３０年度 H３１年度

300日 300日 300日 300日 300日

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 歴史資料公開活用事業
担当部 生涯学習部

５２７ 担当課 郷土歴史課
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事前申し込み不要の開放事業等を実施することで、気軽に
スポーツを楽しめる場の提供を図る。
特に、オープン教室は、時間帯によって参加者層が異なる
ため、各層の興味・関心をひくような内容を提案するととも
に、運動能力に応じたものを提供し、充実を図る。
なお、内容は随時見直しを図り、市民ニーズを捉えた最新
のエクササイズの提供を心がけ、健康で豊かなスポーツラ
イフの実現に寄与する。

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由
・気軽に参加できる事前申し込み不要のオープン教室や体
育館の個人開放をすることで，スポーツ活動の場の提供を
することができた。
　
オープン教室

・秩父宮記念体育館　１１種類　352回　11,178人

・秋葉台文化体育館　　5種類　189回　7,793人

・石名坂温水プール　　1種類　37回　　　823人

開放事業

・秩父宮記念体育館　10種目　1,091回　21,833人

・秋葉台文化体育館　12種類　1,277回　25,019人

市民がスポーツに親しむ機会を提供し，自発的なス
ポーツ活動の推進ができた。

今後の方向
・継続して気軽に参加できるスポーツ活動の場を提
供する。

H３０年度事業計画

課題・問題点
・利用者マナー向上の意識啓発
・備品の老朽化

・オープン教室の実施
・開放事業の実施

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

・オープン教室参加人数　19,794人
・開放参加人数　46,852人

H29年度の
総合評価

評価 次年度

Ｂ 継続

決算額（千円） 0 1,280 0
執行率（％） 0.0 100.0 0

予算額(千円） 0 1,280 227 0

→年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度

実施・検討 → → →

事業目的 変更（ある場合）
健康寿命の延伸など，市民の健康意識の高まる中，子どもから高齢
者まで気軽に利用，参加できるスポーツ・レクリエーションの機会の
提供を，さらに充実させる。

事業内容
・「いつでも・どこでも・だれでも・いつまでも」スポーツ活動に親しむこ
とができるよう，市民のスポーツニーズを的確にとらえ，多くの市民
が多様なスポーツを楽しむことができる事業を企画し，提供する。
・スポーツや健康に関する意識の向上を図る。

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 生涯スポーツ活動推進事業
担当部 生涯学習部

６３１ 担当課 スポーツ推進課
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●学校・家庭・地域連携推進事業の実施（会長会、業務委託の実施）

参加者総数

33,300人 33,400人 33,500人

●PTA育成事業の実施（業務委託、研修会等の開催）

・学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務を委託
し、子どもたちの健やかな成長を支援する事業を各地域で
実施した。
　*「会長会」の開催　　年4回（5/9　8/24 11/14　2/13）
　    （情報交換・他団体との意見交換・実績報告等）
　*各地域事業総数　　　　　    115事業
　*各地域事業、会議等参加者数　 31,888人
　*地域における子どもたちの課題を会議の中で出し合い、
　　実施事業に活かした。
・藤沢市PTA連絡協議会に業務を委託し、各校のPTAの育
成のための事業を実施。
　*広報紙の発行　　年3回（6月,12月,3月）
　*各校PTA活動状況調査の実施
　*講演会の実施
　　　*講演会の実施
　　　「PTA活動って何？～今の時代に合った活動を考えて
みませんか？～」
・藤沢市ＰＴＡ役員研修会の開催　　全4回
・地域の教育力向上を図る事業を実施
　*ふじさわ教育フォーラムの開催
　　「子どもたちの笑顔あふれる地域をめざして」
　　3/3　13:30～16:00　　藤沢市役所本庁舎5-1,5-2会議室

課題・問題点
・より多くの方に三者連携を知ってもらうための周知活動
・藤沢の子どもたちのためにつながる会とPTA育成支援に
つながる業務委託について協議をしていく。

・計画どおりに事業を行うことができた。

今後の方向
・学校・家庭・地域が連携・協力して子どもたちの成長
を支援するため、会長会で十分な情報交換・意見交
換をしていく。
・様々な地域の事業に各地域協力者会議が関わって
いることを広報紙、ホームページ等で発信していくとと
ともに、会長会で周知パンフレットを作成する。
・藤沢の子どもたちのためにつながる会とPTA育成支
援につながる業務委託について協議をしていく。

H３０年度事業計画
・学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務を
委託し、子どもたちの健やかな成長を支援する事業
を各地域で実施する。
・藤沢の子どもたちのためにつながる会への委託事
業の実施。
・藤沢市ＰＴＡ役員研修会の実施（４コース）

平成30年度の目標達成に向けた今後の対応や施策
の柱を踏まえた取組について

・学校・家庭・地域の連携推進を図るために、ホーム
ページ・広報ふじさわでの情報発信や、三者連携の
リーフレットを作成するなど周知活動を進めていく。
・藤沢の子どもたちのためにつながる会に委託してい
るＰＴＡ活動調査で、よりPTA活動の活性化につなが
る資料になるように内容について協議していく。
・藤沢市ＰＴＡ役員研修会で、ＰＴＡ役員の意識啓発や
不安解消を図ることで、前向きにPTA活動に取り組め
るように支援する。

年次ごとの取組計画（年次ごとの目標値）に対するH28年度末の成果5,460 5,494

H２９年度　進捗状況(今年度の効果・成果) 評価の理由

Ｂ 継続

執行率（％） 98.0 98.6 97.0

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）
に対するH29年度末

の成果

・「地域協力者会議」の参加者総数　　31,888人
・PTA育成事業で、業務委託、研修会を実施

H29年度の
総合評価

評価 次年度

5,406

→ → →

事業内容
・学校・家庭・地域連携推進会議「会長会」に業務委託を行い、中学
校区を基本に市内に設置された１５の地域協力者会議において、各
地区の実情に応じた子どもたちの健やかな成長を支援する事業を
実施する。
・PTA活動を支援するために藤沢市PTA連絡協議会への業務委託
及び研修会等を実施する。

H３１年度

予算額(千円） 5,574 5,574 5,574 5,349

実施 →

年次ごとの取組計画
（年次ごとの目標値）

H２７年度 H２８年度 H２９年度 H３０年度

33,100人 33,200人

平成２９年度　藤沢市教育振興基本計画進捗状況報告書
事業コード

事業名 学校・家庭・地域連携推進事業
担当部 教育部

７２４（215・234・831） 担当課 教育総務課
事業目的 変更（ある場合）

子どもを軸とした連携により、地域づくり及び学校支援を図る。
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３ 評価委員会からいただいたご意見及び今後の方向性 

 

 

１１４ 中学校英語科教員派遣事業 

【ご意見】 

○近隣中学校の英語科教員が小学校へ出向き、教員の意識向上、意欲喚起、指導力向上を

図るこの事業は、施策の柱である「確かな学力の向上」に寄与していると思う。 

○小中学校が学習指導について連携することはとても素晴らしい取組で、確かな学力の向

上という施策の柱をかなえる方法として画期的で的確だと思う。 

〇小学校と中学校の教員の交流により、子どもたちを９年間の学びという視点で教育活動

を行え、困りごとを共有する機会にもつながり、よい連携をはかるきっかけにもなって

いると感じる。 

〇研修を担当した中学校英語科教員の声を取り入れながら、運用面における改善点なども

ふまえ、新しい言語を学ぶことが子どもたちにとって楽しい経験になるよう今後も充実

した取組になるよう期待している。 

〇完全実施に向けてより具体的な教材の使用方法等をしっかりと研修していただきたい。 

〇英語を楽しむ、嫌いにならずに親しむ、ふれるという事業の展開を強く願う。さらに言

えば、本事業の成果を見て「英語嫌いにさせない」を「数学・国語嫌いにさせない」な

ど、数学や国語などにも生かしてほしい。 

〇先行実施した英語授業でのフィードバックを全市で活かせるような仕組みづくりも考

えてほしい。 

〇派遣される中学校教員の負担も大きいことから、今後の取組においては、退職した元教

員や非常勤教員などの人的資源の活用も視野に入れてほしい。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育指導課 

・本事業は、小学校外国語教科化に向けて小学校教員の外国語指導技術の向上を図ること

を目的としています。１年目に本事業の対象となった小学校 10 校での研修内容につい

ては、１年目終了時に 25 校にも送付し共有しました。現在は学校間イントラネットで

１年目の研修内容がみられるようになっています。さらに各校での校内研究等で実施し

た研究授業の指導案等も同様に学校間イントラネット上で公開し、情報共有を図ってお

ります。 

・派遣される中学校英語科教員や研修を受ける小学校教員の負担過多とならないような取

り組み方を考えてまいります。 

・文部科学省が作成した外国語教材や、平成 31年度に採択される小学校外国語科教科書

の効果的な活用方法等及び評価方法等についても研修を行ってまいります。 

２４４ 奨学金給付事業 

【ご意見】 

〇経済的な理由により進学が困難な子どもたちにとって、給付型の奨学金は将来に希望を持
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ち、将来を担うために「教育機会の均等保障」という施策の柱に寄与していると思う。 

〇奨学金を広く浅く給付するのではなく、本当に必要な人が、学業に専念できるだけの給付

をし、それに対しきちんとフォローをしていくという方法は効果を上げるという観点で適

切であると思う。 

〇寄付者の意向という点についてきちんと掲げることは今後の寄付環境の整備のためにも

必須と思う。 

〇奨学生への面談を入学後も丁寧に行なっていることが分かった。様々な要因から大学での

学修が困難にならないよう、今後も、関係機関と連携しながら面談を続けてほしい。 

〇学びたくて学べない生徒の背中を押してあげられる立場にある人に本奨学金を広く周知

させることが大きな課題だと思う。子どもがどのような方法で情報にアクセスしたかなど

の検証も含めて、より丁寧な広報を願う。 

〇今後は、進学先教育機関との連携や情報共有の体制づくりも進めていってほしい。 

〇当面は現在の人数を維持しつつ、高等教育機関の修了実績を積み上げつつ、将来的には、

奨学生の人数を増やすことや、高等教育機関の在学中に不慮の事故などで学費負担が困難

となってしまったケースなどについても、サポートするような制度について検討してほし

いと考える。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育総務課 

・国の高等教育無償化に係る動向に注視しつつ、引き続き経済的な理由により進学が困難な

者に奨学金を給付し、教育の機会均等を図ってまいります。 

・引き続き関係部局と連携して面談等を行っていくとともに、必要に応じて進学先の教育機

関等とも連携が行えるように取り組むなど、奨学生の丁寧なフォローアップに努めてまい

ります。 

・申請受付時や面談などの際に情報入手経路の把握に努め、市民等に対して事業についての

認識がより広まるよう、適切な周知活動に取り組んでまいります。 

・今後の事業の充実については、国の施策や社会的なニーズ、寄付者の意向等を考慮すると

ともに、事業の有効性や効果を検証した上で検討してまいりたいと考えております。 

３１４ 学校 ICT 機器整備事業（教育用・校務用ＰＣ） 

【ご意見】 

〇教育情報機器の活用による子どもたちへ向けての情報教育（情報モラル教育、PC 技術 

習得等）の推進、並びに教員に向けての効率的な校務処理とその結果生み出される教育 

活動の質の改善のために、この事業は施策の柱である「学びを支え質の高い教育環境の 

整備」に寄与していると思う。 

〇校務用 PC は校務だけではなく、教室での学習用にも利用できるとのことで、今後は通 

常教室での活用方法の研究などに期待したい。また、グループウェアの導入についても 

事務作業の軽減に貢献し、現場の教員が児童と直接向き合う余裕を増やすことが期待で 

きる。 
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〇小学校校務用パソコンの整備率を高めることは大切なことだと思う。同時に、使いやす 

さの検証も随時行うことでよりよい取組になるのではないかと思った。 

○先進的に整備を行ってきた自治体での問題点や見習うべき点などを参考に、さらに効率 

よく質の良い教育環境を整備していただきたい。 

〇子どもたちの持つ様々な特性に応じた電子黒板やプロジェクターの利用、共通教材の使 

用による教員の授業準備の負担軽減や効率的な校務遂行が行えるように早急な整備を望 

む。 

〇情報機器の使用が、子どもたちにとって特別なことではなく日常的なこととなっていく 

時代を見据え、しっかりと活用の仕方を学ぶことのできるよう、整備とともに、教員の 

指導力向上についてもお願いしたいと思う。 

〇校務用 PCや LAN の全体的な導入率の低さは懸念材料と言える。通常教室での PC 活 

用に関しても、LAN が導入されていることによって相乗効果が期待できるため、PC と 

LAN の導入は車の両輪として進めるべきであると考える。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育総務課 

・整備状況の遅れについては課題だと捉えており、教育情報化推進計画に基づき、教育用

PC や校務用 PC、校内 LAN の構築など、教育の情報化を推進するための環境整備を早

急に進めてまいります。あわせて、機器の整備については、機器の更新時期に合わせて

効率的な整備を行ってまいります。 

・普通教室で日常的に ICT を授業に活用することや、教職員の事務処理に ICTがより効果

的に活用されることを目指し、学校間の情報共有を図るとともに、研修会の実施や情報

発信に努めてまいります。 

４１３ オリンピック・パラリンピック関連事業 

【ご意見】 

〇オリンピック・パラリンピックのもたらす様々な影響、効果を子どもたちをはじめとし

たすべての市民が享受できることを目的とし、様々なプログラムの実施を行うオリンピ

ック・パラリンピック関連事業は、施策の柱である「生涯学習の推進」に寄与している

と思う。 

〇市民参加推進・教育プログラム・文化プログラムの三本の柱での事業の推進は目標に合

致していると思う。 

〇子どもたちがオリンピック・パラリンピックに関心を持ち、教育委員会をはじめ各関係

機関，関連団体と連携して、多様な学びの場としての教育プログラム、文化プログラム

を具体的に策定・実施する中で、ともに助け合い協力し合うことが当たり前の社会を、

体感しながら学ぶ機会を持てる場となればよいと思う。 

〇子どもたちや市民の多くは、またとない機会に何かやりたいと考えていると思う。個別

では難しいことでも、この事業を推進していくことで実現できることは多いと思う。短

い期間ではあるが、市民の多くが間近で行われるオリンピックを肌で感じ、後々まで財
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産となるよう事業を展開していただきたいと思う。 

〇教育プログラムの実践に向けて児童生徒への教育と関連した事業を進めると同時に、例

えば、同じ施策の柱にある地球温暖化対策普及啓発事業と連携するなど、広く市民にと

って意義ある取組になることを期待する。 

〇事業目的にあるように東京 2020 大会を契機とした様々な効果を全ての市民が享受で

きるように、多様な市民に対応した取組を進めてほしい。 

〇ボランティアには 18歳以上という要件があるため、児童生徒へのアプローチについて

は、今後の「教育プログラム」や「文化プログラム」の実施状況を確認する必要がある。

また、H29 年度に実施した事業に対する課題・問題点の把握があればもっと良かった

ように思う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ開催準備室 

・ 東京 2020大会は、多様性や国際理解、障がい者理解など、あらゆる人々がともに生

きる共生社会の推進をはじめとした市の様々な分野の施策を前進させる上で、またと

ない好機と捉え、大会関連ボランティアや 2020応援団、教育プログラム、文化プロ

グラム等を教育委員会等と連携し展開してまいります。 

・ 開催会場としてのアドバンテージを最大限活用し、関係各課や教育委員会等と連携し、

各国競技団体との市民交流機会の創出や、パラスポーツの講演会・体験教室等を通じ

て、子ども、高齢者、障がいのある人、外国人市民など、多様な人々に様々な形で東

京 2020 大会に参加していただき、多くの市民にとって大会への関りが心のレガシー

となるよう努めてまいります。 

・ 大会を契機としてボランティア等の取組が一層推進するよう、児童・生徒が参加でき

る事業を実施するなど、市民参加型オリンピック・パラリンピックの実現に向けて、

取組を進めてまいります。 

５２７ 歴史資料公開活用事業 

２８ （仮称）ふじさわ宿交流館の整備・運営事業 【ご意見】 

〇市民ギャラリー常設展示、郷土資料講座の実施、電子博物館の整備等、いずれも施策の

柱である「歴史の継承と文化の創造」に寄与する大切な事業だと思う。 

〇浮世絵館やふじさわ宿交流館など、市民への公開の場も充実し、蔵まえギャラリーや、

地域住民による郷土資料室、湘南遺産など、市民活動も充実していると思う。 

〇様々な学習の機会をとらえて、視覚的にわかりやすく郷土の歴史について情報を提供す

ることは、藤沢の子どもたちが郷土愛を持って成長していく大きなきっかけづくりとな

ると思う。 

〇学芸員が小学生のための郷土資料講座を実施していることが分かった。ぜひ、全校での

実施に広がってほしいと感じた。中学校との連携も含めて、今後も継続発展の講座を実

施するなど、多くの子どもたちが関心をもって探究できる機会を提供してほしい。利用

者の声をもとに、より充実した歴史・文化に関する事業を進めることを期待している。 
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〇今後は中学生や高校生対象の講座なども検討していただきたいと思う。 

〇歴史的に貴重な財産が埋もれることのないよう、既存の施設や、市民活動、教育現場な

ど、様々な機会で活用、事業展開を図っていただきたい。そのためにも相互の情報のや

り取りに力を入れて、協力して周知活動ができれば大きな力になると考える。 

〇電子博物館は最大限、アクセスしやすく、見やすく、わかりやすく、市民に愛されるも

のとしていただきたいと思う。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】郷土歴史課 

・市民ギャラリー常設展示室、藤澤浮世絵館、ふじさわ宿交流館などの施設において、引

き続き郷土資料等の展示公開に努めるとともに、地域住民による市民活動とも連携しな

がら、事業を進めてまいります。 

・電子博物館は今年度リニューアルを行い、視覚的にわかりやすいページにすることを心

掛けるとともに、新たに子ども向きのページを作成しています。また中学生・高校生も

含め、多くの方に興味を持っていただけるページにしてまいります。 

今後も学校と連携し、郷土資料講座を案内する際には電子博物館についても紹介を行

い、利用促進を図ってまいります。 

・郷土資料講座につきましては、引き続き多くの小学校で実施できるよう学校と相談しな

がら内容の充実を図ってまいります。 

・中学校においては浮世絵館等の活用について学校と連携して研究を進めてまいります。 

６３１ 生涯スポーツ活動推進事業 

【ご意見】 

〇誰もが気軽に参加できるよう、事前予約のいらないオープン教室の実施等、「生涯スポ

ーツ活動推進」という施策の柱に寄与した事業を展開していると思う。 

〇事前申し込み不要というオープン教室は、スポーツの機会を求めているものの二の足を

踏む市民にとっては、気軽に試すことができるものとして有効と思われる。 

〇「健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います」という基本方針に対し、参加層

に応じて興味関心を引くような内容のプログラム内容を提案し、運動能力に応じて提供

するといった市民ニーズを意識したプログラム作成を行っていると思う。 

〇今後も、継続して多くの方々が参加しやすい、参加したいと思う事業展開を行っていく

ことを期待している。 

〇課題として事業の周知方法の工夫は不可欠と思う。 

〇実施する場所について、市内くまなく身近な所でより気軽にスポーツに親しむことがで

きればと思う。そうすることで、現在提供している中心的施設のオープン教室や他講座

の参加者増も期待できるのではないかと思う。 

〇参加のハードルを下げる観点から、参加者属性の詳細や、参加者からのフィードバック

は記録していないとのことだが、生涯スポーツの推進を改善するという観点からは、必

要な情報が欠けているように思えた。事業内容をきちんと振り返り評価できる体制づく
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りを期待する。 

〇年次毎の目標値も数値が入っていないため、実績の妥当性を評価することが難しいと感

じた。  

【ご意見を踏まえた今後の方向性】スポーツ推進課 

・より多くの方がスポーツに親しめるよう、掲載内容を工夫して広報及びホームページで

情報発信をするとともに、市内の公共的体育関係団体に対して本事業の魅力を説明する

など、周知に努めてまいります。 

・開催場所につきましては現行施設での継続実施となりますが、参加者の属性、ニーズ等

を把握するためにアンケートや参加者への聞き取り等の実施を検討し、事業内容の改善

に努めてまいります。 

・目標値につきましては、藤沢市スポーツ推進計画「みらいふじさわスポーツ元気プラン」

に掲載している数値との整合性を図ってまいります。 

７２４ 学校・家庭・地域連携推進事業 

【ご意見】 

〇この事業は、地域における子どもたちの課題を会議の中で話し合ったり、地域でのイベ

ントを開催したり等「多文化、多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進し

ます」という基本目標に寄与していると思う。 

〇各地域で、学校・家庭・地域の三者連携を推進するための事業や会議を実施し、施策の

柱である「学校・家庭・地域等の連携、協働の推進」に寄与していると考える。 

〇学校・家庭・地域がつながり、協力し合い、子どもたちを地域の一員としてあたたかく

見守っていくことは、子どもたちの居場所をつくり、孤立することなく子育てを行える

環境につながると思う。 

〇学校側との関係が深まり、教職員レベルでの理解もより深まるほど、現役保護者の方々

の目が地域に向かい、地域の方々も喜んで協力しようという良好な関係が築けるように

思う。 

〇新しい PTA組織のあり方については、ゆるやかで無理のないつながりをつくることで、

つながる大切さを感じられるとよいと思う。 

〇地域連携の担い手の継続的な育成は、子どもの成長にとっても大切なことなので、さら

に充実した取組を進めてほしいと思う。 

〇「地域協力者会議」の参加者総数は、目標値に対して及んでいないため、来年度は目標

値を達成するための具体的な取組を期待する。 

【ご意見を踏まえた今後の方向性】教育総務課 

・今後も、学校・家庭・地域が連携し、協働することで、地域社会で子どもたちの健やか

な成長を見守り、支援していけるような地域づくり・学校支援を図ってまいります。 

  また、事業を通じて多世代が交流する中で、地域に対する興味や関心をもつきっかけ

をつくり、地域の担い手の確保に努めてまいります。 
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・新しい PTA 組織では、市内の教職員と保護者がともにつながりあい、学びあえるよう

な活動を展開できるように支援をしてまいります。 

・参加者総数については、より多くの方に興味関心をもっていただくことで各事業への参

加につながるように周知活動に取り組んでまいります。 
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第２部 

 

藤沢市教育振興基本計画進行管理 
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評価の基準 

Ａ：目標を上回った 

Ｂ：(概ね)達成した 

Ｃ：やや達成できなかった 

Ｄ：目標を下回った 

Ｅ：Ｈ２９年度に統合・終了・廃止 

Ｆ：Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ １１１　教育課程推進事業 B
教育指導課 ○ １１２　国際教育推進事業 B
教育総務課 ○ １１３　学校ＩＣＴ機器整備事業（情報教育） B
教育指導課 ○ １１４　中学校英語科教員派遣事業 B

教育指導課 ○ １２１　各教科研究研修関係事業 B
教育指導課 ○ １２２　教育文化センター研究研修事業 B

・各学校、各研究会において年間計画に沿って研究を実施した。(121)
・研修講座（全76回）、一般研修　5講座、専門研修　71講座、土曜研修講座　11回(122)

・27年度より実施しているミドルリーダー研修（12年経験者研修）については、29年度以降、対象者が
急増しているので、研修内容も含め、研修会の持ち方を検討する必要がある。(121）
・今日的な教育課題や現場のニーズの把握に努め、さらなる研究・研修の充実を図るとともに、研究
成果のより一層の活用も検討してしていく。(122)

基本方針①  共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します。

確かな学力の向上(４事業）

・学校の特色や課題を捉えた先進的な研究実践を小学校8校、中学校6校で実施した他に、複数校で
の共同研究として、小・中2校共同で二組が実施した。(111)
・人的配置を適切に行い、担任への授業の補助や、児童生徒への学校生活における支援ができた。
(112)
・新学習指導要領への対応として、小学校プログラミング教育に関する研修を開催した。(113)
・学校で教員が一斉に学ぶことにより、一緒に授業を作るという意識が高まり、相乗効果が生まれて
いる。（114）

施策の柱①

主な取組と成果

主な取組と成果

課題等

施策の柱②
熱意と指導力のある教員の養成（２事業）

 学校の特色や課題を捉えた先進的な研究実践を実施や、日本語指導員による児童生徒への学校
生活における支援、小学校プログラミング教育に関する研修を開催するなど児童生徒の学力の向上
に務めた。また、中学校英語科教員を小学校に派遣することで、教員が一斉に学び、一緒に授業を
作るという意識が高まった。

 藤沢市教職員人材育成基本方針に則り各学校及び各研究会において研究を実施するとともに、研
修講座の充実を図ったことにより、教職員の専門性を高め、視野を広げることができた。

・新学習指導要領の移行期間における、総則及び各教科等の指導内容の周知・徹底。(111)
・外国につながる子どもたちの言葉の壁を低くする手だてを国際教育担当者会で周知したが、担当者
だけでなく、全教員が支援を行えるように周知の方法を検討する。(112)
・教育情報機器の活用調査から、パソコン室で活用している時数より教室等で活用している時数の方
が多いことが、昨年度に引き続きH29年度においても同じ傾向であることが分かった。このことから
も、普通教室でのＩＣＴ活用について、研修を一層推進するべきであることが確認できた。(113)
・受講者である小学校教員のアンケートや研修の振り返り等を踏まえて、研修内容のさらなる充実を
図る必要がある。（114）

評価

課題等

0 5 10 15 20 25 30

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針①（全２７事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ １３１　教育指導事務事業（計画訪問・要請訪問） B

教育指導課 ○ １４１　人権・環境・平和教育関係事業 B
教育指導課 ○ １４２　児童生徒指導関係事業 B
教育総務課 ○ １４３　八ヶ岳野外体験教室の充実事業 B
学校給食課 ○ １４４　学校給食をとおしての食育推進事業 B
環境事業センター １４５　環境教育推進事業 B
教育指導課 ○ １４６　いじめ暴力防止対策事業 B
人権男女共同平和課 １４７　人権施策推進事業 B

・人権・環境・平和教育に関わる研修により、担当者に意識の啓発を図ったが、より広く学校現場にお
いて推進していくことが課題である。（141）
・児童支援担当教諭のこれまでの取り組みを継承し、発展させながら事業の充実につなげる必要が
ある。（142）
・各学校がよりよい教育活動を展開できるように下見の充実を図る。（143）
・「食に関する年間指導計画」は、各学年で指導する内容の基本を統一する必要があると考える。
（144）
・ごみの減量・資源化は、資源品目の拡大など毎年変化があるため、事業内容の精査が必要。（145）
・いじめ問題調査委員会を立ち上げ実施することになったが、初めての試みということもあり、今後の
より良い委員会の進行・運営についての検討が必要である。（146）
・他課や地域と連携した、啓発事業の拡充（147）

・計画訪問については、平成３０年度は３年計画の最終年度であることから、平成３１年度以降、どの
ような目的や方法で実施していくか、検討が必要。（131）

豊かな心と健康な身体を育む教育の推進（７事業）

・担当者会、各リーフレットの配付、人権教育移動教室を通して、人権教育・環境教育等の推進を図っ
た。（141）
・中学校や配置校同士の情報交換を行うことで、それぞれの先進的な取り組みについて共有を図る
事ができた。（142）
・施設管理の面では、トイレの修繕と、冬季利用の受け入れ拡大に向けて水道管凍結工事を実施し
た。（143）
・毎日の学校給食や食育通信と、各校で作成した「食に関する年間指導計画」に基づいた食育授業
等を実施した。また、中学校給食の献立表を利用し、食に関する情報を発信した。（144）
・ごみの減量・資源化の啓発活動を幼少期から実施することで、ごみの分別等の意識の向上が図ら
れた。　　　（145）
・いじめ防止対策担当スクールカウンセラーは学校訪問6校、いじめ関係学校相談25回、いじめ関係
以外学校相談17回、研修会  25回、生徒会訪問2校、等の活動をした。（146）
・人権の花運動を8小学校（市立7校、私立1校）と連携して実施した。（147）

施策の柱③

主な取組と成果

課題等

  学校の教育力・教員の指導力の向上が図るとともに学校が抱える諸課題について、学校とともに効
果的な解決を図った。

 児童支援担当教諭を配置し、情報交換を行い、先進的な取り組みについて共有を図った。また、人
権・環境・平和教育や野外活動、食育授業の実施、ごみの減量・資源化の啓発活動などを通じて、豊
かな心と健康な体を育む教育を推進した。また、児童生徒が安心して安全な学校生活を送れるようい
じめ防止の意識啓発に努めた。

開かれた学校づくりと信頼される学校経営の推進（１事業）

・平成３０年度から小学校において教科化される「特別の教科　道徳」についての研修や、小学校３・
４年生から導入される外国語活動についての研修を多く実施した。(131)

主な取組と成果

課題等

施策の柱④
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○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ １５１　特別支援教育推進事業 B
教育指導課 ○ １５２　学校教育相談センター事業 B
教育指導課 ○ １５３　児童生徒指導関係事業 B
教育指導課 ○ １５４　教育指導事務事業（学習指導員による補修授業） B
子ども家庭課 １５５　子ども発達支援事業 A

課題等

・全ての学校において、介助員派遣を行い、又、医療的ケアが必要な児童生徒に対して、通常級を含
めて、学校看護介助員の派遣を行うことにより、特別の支援が必要な児童生徒が、安心して学校生
活を送ることができるよう支援を図った。（151）
・支援相談の必要な児童生徒や保護者が、必要な時期に必要な場所で支援が受けられるよう、学校
及び相談センターでの相談活動の充実を図った。（152）
・おしゃべり広場に参加したことがきっかけで、相談支援教室の施設案内や来所相談につながった
ケースがある。（153）
・個別や少人数での指導をすることで、生徒の学習意欲へとつなげることができた。（154）
・障がいのある、または特別な支援が必要な子どもに対して、障がい福祉サービスの利用開始時や、
ライフステージの変わり目となる年長児のタイミングや就学相談の中で、子どもサポートファイルを配
布した。（155）

・医療的ケアが必要な児童生徒の情報を早い時期から収集し、就学にあたっての環境整備が必要で
ある。（151）
・不登校児童生徒の支援の充実を図るためには、小学生から中学3年生までの年齢層に対応可能な
環境整備及び人的な配置が必要である。(152)
・午後2時からの設定であると、年下の兄弟姉妹の帰宅時間と重なり出席が難しいとの意見があった
ため、開催時間帯の検討をしていく。（153）
・学習会について生徒に周知し、希望する生徒が参加できるように運営する。（154）
・引き続き、子どもサポートファイルの重要性について、保護者や支援者等に周知していく必要があ
る。（155）

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、介助員、学習指導員等の学校への派遣や情
報交換等の場の提供により、支援を必要とする児童・生徒の個別のニーズに対する教育の推進に努
めた。

一人ひとりのニーズに対する教育の推進（５事業）

施策の柱⑤

主な取組と成果
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○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ １６１　教育課程推進事業（キャリア教育） B
産業労働課 １６２　技能職体験事業（学校訪問・職場体験実施） B
産業労働課 １６３　障がい者就労支援事業（特別支援学校就労体験） B
産業労働課 １６４　若年者就労支援事業（若者しごと応援塾：ユースワークふじさわ） B
生活援護課 １６５　自立支援推進事業 B
生活援護課 １６６　自立支援推進事業（就労支援） B
地域包括ケアシステム推進室 １６７　生活困窮者自立支援事業（就労準備支援） B
青少年課 １６８　子ども・若者育成支援事業 B

課題等

・職業体験の実施形態や期間、体験先など再考する学校が出てきており、事業の再検討が必要であ
る。（161）
・実施希望時期又は実施希望先団体について各学校と要調整の上、希望校全てに対応していく必要
がある。（162）
・藤沢養護学校の10人以上かつ長期間での実習受け入れについて、実習のスペース確保の検討が
必要。（163）
・ＣＳＷをはじめとする藤沢型地域包括ケアシステム等の地域の関係機関とのネットワークを構築す
る。（164）
・支援件数の増加に伴い、連携する関係機関が増加するなかで、連携した支援に不慣れな関係機関
があるため、関係機関の理解を深めていく必要がある。（165）
・希望職種と求人との乖離（166）
・個別性の尊重と主体性の喚起のバランスのとれた支援の難しさ。（167）
・市内各地での出張相談等の周知・利用促進（168）

施策の柱⑥

子どもと社会をつなぐ教育の推進（８事業）
 発達段階に応じたキャリア教育を実施し、児童・生徒の職業に対する意識を高めることができた。ま
た、個別の寄り添い型の就労支援・就労準備支援の実施や相談先に迷っている困難を有する若者
やその家族に対して、社会的自立が促進されるように努めた。

主な取組と成果

・小・中学校それぞれの発達段階に応じたキャリア教育を実施し、児童生徒の職業に対する意識を高
めることができた。（161）
・総合学習の時間におけるキャリア教育や社会の授業の一環として藤沢市内の小、中学校で技能職
体験事業を実施した。（162）
・特別支援学校生徒の将来の就労に対する意識の醸成を行うため、職場体験実習の受け入れを実
施した。（163）
・進路決定者数（113人）（164）
・日常生活支援（子どもとその親が日常的な生活習慣を身につけるための支援）27人、養育支援（ひ
きこもりや不登校・育児不安に関する支援）62人、就労支援（社会性が乏しく就職活動が困難な若者
に対する就労準備支援と保護者に対する就労支援）　10人（165）
・平成26年12月に生活援護課に隣接する場所に設置したハローワークの常設窓口である「ジョブス
ポットふじさわ」や就労支援相談員、就労準備支援事業を活用・連携し、ケースワーカーが社会環
境、経験やスキル等を総合的に考慮するなど、個別の寄り添い型の就労支援・就労準備支援を実施
した。（166）
・社会福祉法人いきいき福祉会・一般社団法人ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝﾈｯﾄかながわ共同事業体に業務を委託
し、就労に必要な基礎能力の形成と就労意欲の喚起を図った。(※相談対応件数　延べ1,873回（来
所：145回、電話：1,159回、同行：286回、訪問：283回））　（167）
・総合相談機能を充実させ、相談先に迷っている困難を有する若者やその家族に対して、自立に向
けてのきっかけをつくるとともに、特に支援が必要な対象者に対して支援計画を作成し、伴走型の支
援を行った。（168）
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○：教育部・生涯学習部所管事業

子育て企画課 ２１１　地域子育て支援センター事業 B
子育て企画課 ２１２　つどいの広場事業 B
青少年課 ２１３　放課後児童健全育成事業 B
子ども健康課 ２１４　母子保健事業 B
教育総務課 ○ ２１５　学校・家庭・地域連携推進事業 B

基本方針②　家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援・充実を図ります

家庭における教育力の向上（５事業）

・子育てひろばの開催・相談・情報提供・講習等により、安心して子育てができる支援体制の充実が
図れた。（211）
・乳幼児家庭の親子が、地域で多くの人々に支えられる子育てを実感できることで、安心感を得るこ
とができている。（212）
・藤沢市放課後児童クラブ整備計画に基づき、2か所のクラブの新設を行うとともに、定員確保のた
めの緊急開所となっていた1か所のクラブをより広い施設に移転し、本設化するとことで、定員の拡
大を図った。（213）
・思春期の子どもたちの特徴や課題を理解するため、保護者だけでなく、思春期の子どもを支える学
校教職員や、母子保健従事者なども思春期の子どもへの関わり方を学ぶことで、よりよい関係を築く
ことを目的として講演会を計画した。「望まない妊娠を防ぐために～子どもたちができること、大人が
できること～」（12月22日　14:00～16:00、藤沢市保健所　3階　大会議室、参加申込者数　66名）
（214）
・地域協力者会議で「ＳＮＳ講習会」や「コミュニケーションスキル講演会」等、家庭教育力の向上につ
ながる講演会を実施した。（215）

 地域子育て支援センターやつどいの広場の運営により、安心して子育てができる支援体制の充実
を図った。また、公募による児童クラブの新設など放課後児童クラブの整備を行うことで児童の健全
育成を図った。

施策の柱①

評価

主な取組と成果

・子育ての孤立化を防ぎ、お互いを支え合い、情報交換ができる場として、地域全体で家族全体を支
援する体制を構築する。（211）
・つどいの広場４か所は委託事業として行っているが、地域性があり、同水準を保っていくことが課題
である。（212）
・藤沢市放課後児童クラブ整備計画に基づき、待機児童の多い小学校区から優先的に整備を検討
しているが、物件や人材の確保が課題となり整備が進まない学区が生じている。（213）
・講演会：庁内他課において、同様の講演会が実施されているが、計画段階では情報がなく、講師や
講演内容が似たような場合、一般参加者が分散してしまう可能性がある。（214）
・より多くの方に三者連携を知ってもらうための周知活動（215）

課題等

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針②（全１８事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

保育課 ２２１　幼稚園協会等補助金事業 A
保育課 ２２２　幼稚園等就園奨励費補助金事業 A
保育課 ２２３　幼児教育振興助成事業 A
保育課 ２２４　幼稚園等預かり保育推進事業 A
教育指導課・保育課 ○ ２２５　幼稚園・保育所・小学校・中学校・特別支援学校連携推進事業 B

子育て企画課 ２３１　子育てふれあいコーナー事業　 B
子育て企画課 ２３２　地域子育て支援センター事業 B
子育て企画課 ２３３　つどいの広場事業 B
教育総務課 ○ ２３４　学校・家庭・地域連携推進事業 B

幼児教育の推進（５事業）

・年間3回の補助金交付により、幼稚園協会，幼児教育協議会の安定した運営を支援することができ
た。（221）
・保護者の所得状況に応じ、園児の保育料を減免する幼稚園の設置者に対して、減免額を助成し
た。（222）
・9月に補助金交付決定を行い、10月，2月の年2回に分けて、補助金を交付した。（223）
・私学助成対象幼稚園が実施する預かり保育について、実績に応じて補助金を交付した。また、施
設型給付幼稚園が実施する一時預かり保育に対しては業務委託を行った。（224）
・幼、保、小、中、特別支援学校の職員を対象に合同研修会を行い、連携の必要性や課題、具体的
な実践等についての講演を聞き理解を深めた。（225）

・補助体系の見直しを行わなければならないものの、本市における協会の役割などを十分に考慮し
た対応が必要となっている。（221）
・国が幼児教育の無償化に向けた取り組みを推進する中で、無償化に伴う本市としての影響を把握
し、対応を図らなければならない。（222）
・近年、園児数が減少傾向にあるため、単価設定については、各園ともに補助額が激変しないよう、
また、保護者負担軽減の観点、さらには他市状況も鑑みるなど、十分な比較・検討を行う必要があ
る。（223）
・国が進める「幼児教育の無償化」によって、この「預かり保育」の部分が今後は無償化の対象となる
ことも考えられるため、国の動向にも注視しなければならない。（224）
・私立幼稚園に担当者会の意義を伝え、参加を促していく。（225）

地域における教育力の向上（４事業）

 本市在住児童が在園する市内外の幼稚園等に補助金を交付し、教職員の資質の向上や、保護者
の負担軽減を図った。また、幼、保、小、中、特別支援学校の職員を対象に合同研修会を行い幼児
教育の推進に努めた。

 地域子どもの家や児童館において、子育て中の親子の交流、情報提供、育児相談を開催し、安心
して子育てができる支援体制の充実を図るとともに、学校支援や地域住民と子どもたちがふれあう
事業を実施することで地域における教育力の向上に努めた。

・あいあい（計22か所で月1回、年間198日実施）　きらきらぼし（藤沢・八松・湘南台子どもの家にて、
週1回、実施（231）
・子育てひろばの開催・相談・情報提供・講習等により、安心して子育てができる支援体制の充実が
図れた。（232）
・乳幼児家庭の親子が、地域で多くの人々に支えられる子育てを実感できることで、安心感を得るこ
とができている。（233）
・地域協力者会議で「家庭科ミシン補助」「ようこそ先輩in湘南台」「学校間交流」「中学生交流事業」
等、学校支援や、地域住民と子どもたちが世代を越えてふれあう事業を実施した。（234）

・あいあいの利用は地域によって較差があり、周知を図ることで、利用者数を増やしていく。（231）
・子育ての孤立化を防ぎ、お互いを支え合い、情報交換ができる場として、地域全体で家族全体を支
援する体制を構築する。（232）
・つどいの広場４か所は委託事業として行っているが、地域性があり、同水準を保っていくことが課題
である。（233）
・より多くの方に三者連携を知ってもらうための周知活動の充実を図る。（234）

施策の柱②

主な取組と成果

課題等

施策の柱③

主な取組と成果

課題等
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○：教育部・生涯学習部所管事業

学務保健課 ○ ２４１　要保護準要保護児童・生徒援助事業 B
地域包括ケアシステム推進室 ２４２　生活困窮者自立支援事業（学習支援） B

生活援護課 ２４３　自立支援推進事業 B

教育総務課 〇 ２４４　奨学金給付事業 B
・経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費、修学旅行費、社会
見学費、医療費、学校給食費、めがね購入費、卒業アルバム購入費等を援助し、保護者の経済的
負担の軽減が図られた。（241）
・ＮＰＯ法人青少年ｻﾎﾟｰﾄ協会、ＮＰＯ法人湘南ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ・きずなに業務を委託し、六会地区、湘南
大庭地区、鵠沼地区で事業を実施した。（242）
・教育支援（子どもの学校生活・進路等に関する支援）　95人（243）
・平成29年度奨学生の募集・選考を行った。（募集期間：6/1～6/30、応募者数：16名、*一次選考：書
類選考・・・合格者16名、二次選考：小論文・面接・・・合格者3名）（244）

・中学校入学前の入学準備金支給に引き続き、小学校入学前に掛かる費用についても前倒し支給
の要望があるが、学齢前の子どもが対象であり、現行事業と同様にはできず、定数の増要求を含
め、課題が多く十分な研究が必要である。(241)
・さらなる事業の周知を図り、早期に定着利用につなげていく支援が必要。(242)
・支援件数増加に伴う、支援員の業務量及び勤務時間の増加。(243)
・平成29年度奨学生に対して，面談等により学習・生活状況等を把握しながら丁寧なフォローアップ
を行っていく。

 経済的負担の軽減を必要とする世帯に対して、学用品費等の援助や子ども学習支援、寄り添い型
教育支援、奨学金給付制度を実施することで、教育機会の均等保障を図った。

教育機会の均等保障（４事業）

主な取組と成果

課題等

施策の柱④

29



○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ ３１１　特別支援教育整備事業 B

学務保健課 ○ ３１２　新入生サポート事業 B

教育指導課 ○ ３１３　学校図書館管理運営事業 B

教育総務課 ○ ３１４　学校ＩＣＴ機器整備事業（教育用・校務用PC） B

基本方針③　学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります

学びを支え質の高い教育環境の整備（４事業）

・秋葉台小学校に特別支援学級を設置し、六会小学校の特別支援学級設置のための準備を行っ
た。（311）
・計画どおり小学校1年生に市費講師を適正に配置したことで、基本教科を中心に、ティームティーチ
ングによるきめ細かな指導を行うことができ、教育効果の向上が図られた。また、集団行動や作業の
機会にもサポート講師による個別指導を行うことで、集団生活への適応を図ることができた。（312）
・平成27年、28年の2年計画で作成した「藤沢市立学校図書館運営ガイドブック」に基づき、司書教諭
を中心とした教職員と学校図書館専門員と図書ボランティアが連携、協働して学校図書館の利活用
を図る必要性について、司書教諭連絡会や学校図書館専門員連絡会、図書ボランティア研修会で
周知した。（313）
・昨年度パイロット校2校に設置して効果の高かった電子黒板を、H29は長後小学校に10台設置し
て、日々の学習の充実に生かすことにした（314）

学校図書館の利活用についての周知や、特別支援学級の設置、普通教室への電子黒板の一部設
置、小学1年生対象の市費講師の配置など、教育環境の整備に努めた。

評価

施策の柱①

主な取組と成果

・通級指導教室については、ニーズの把握や効果的な指導の在り方、在籍校との連携のシステム構
築等について検討していく必要がある。（311）
・支援を必要とする場合がある児童数が増加傾向にあり、また、経験年数の浅い若手教員が１年生
の学級担任となるケースも多い。そのような状況の中、本事業の目的を再確認しながら、サポート講
師と学級担任が連携し、サポート講師の有効活用を図ることが重要となっている。（312）
・学校図書館専門員と司書教諭を中心とする学校の図書部との連携が、まだ十分に図れていない学
校がある。（313）
・小学校の校務用PCの整備率は、他市町と比較しても極めて低い状況であり、計画的かつ早急に整
備を進める必要がある。（314）

課題等

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針③（全１６事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

学校施設課 ○ ３２１　学校施設維持保全事業 B

学務保健課 ○ ３２２　学校適正配置研究事業 B

学校施設課 ○ ３２３　学校施設改築・大規模改修事業（老朽化解消） B

教育指導課 ○ ３３１　学校安全対策事業 A
学校施設課 ○ ３３２　学校施設環境整備事業（トイレ改修整備） B
学校施設課 ○ ３３３　学校施設環境整備事業（空調設備整備） B
学校施設課 ○ ３３４　学校施設環境整備事業（グラウンド等整備） B
学校施設課 ○ ３３５　学校施設緑化推進事業（芝生化・壁面緑化） B
学校給食課 ○ ３３６　学校給食食器改善事業 B
学校施設課 ○ ３３７　学校施設維持保全事業 B
学校施設課 ○ ３３８　防災対策事業（津波対策） E
学校給食課 ○ ３３９　中学校給食施設整備事業 B

将来にわたって学べる環境整備（３事業）

・小学校1校のプール缶体塗装工事（明治小学校）を実施した。（321）
・学校適正配置について、調査、研究を進めるため「藤沢市学校適正配置検討部会」を年2回開催し
た（8/28、12/21）。（322）
・六会中学校の屋内運動場改築事業基本・実施設計を実施した。（323）

安全・安心で快適な学校施設の整備（９事業）

 学校配置の適正化を検討するとともに、屋内運動場改築事業基本・実施設計やプール缶体塗装工
事を実施し、将来的な教育環境整備に努めた。

 スクールガードリーダーの配置や中学校給食の実施を進めるとともに、全校での非常用通報システ
ムの運用、学校施設の改修工事、給食で使用する食器の改善を行うなど、学校の安全・安心の向上
に努めた。

・スクールガード・リーダーの人材確保。(331)
・財源の確保が非常に困難になっている。国の補正予算編成状況等にも注視し財源の確保に努め、
変更(延伸)した事業を計画どおり進めていくことを目指す。(332)(333)
・工事の予算確保が困難な状況であり、応急的に修繕で対応し、学校運営に支障をきたさないよう
教育環境の維持管理に努めている。(334)
・十分な管理体制が確保できず、芝生の状態が悪化している学校については、今後の維持が困難な
状況であるかを確認しながら、縮小について引き続き検討する。(335)
・施設、設備の老朽化が顕著であり、早急な対応が求められている。一方で、学校や保護者からはト
イレ改修、空調設備の設置工事等の整備要望が強い。こうした整備事業をバランスよく実施していく
ことが必要である。(337)
・市内全校（19校）実施した場合、実施年度以降は全校分のランニングコストが毎年度かかるため財
政的な負担がかかる。(339)

・施設、設備の老朽化が顕著であり、早急な対応が求められている。一方で、学校や保護者からはト
イレ改修、空調設備の設置工事等の整備要望が強い。こうした整備事業をバランスよく実施していく
ことが必要である。（321）
・今後、学校施設の狭小化の課題や児童生徒数の減少に伴う学級編成など、児童生徒に係る教育
及び学校運営の課題をはじめ、学校施設の老朽化や将来の人口減少を見据えた長期的な視点で
の学校統廃合に向けた考え方を整理していく必要がある。（322）
・公共施設再整備プランにおいては、2校が実施事業に位置づけられ、平成29年度から事業の着手
が可能となったが、今後とも計画に沿って事業を進めていくよう進捗状況を確認しながら、業務を執
行していくことが必要である。（323）

・市内8地域27小学校区にスクールガード・リーダーを配置し、児童生徒の登下校時や放課後の安全
に寄与することができた。(331)
・中学校3校（湘南台中学校、高倉中学校、善行中学校）のトイレ改修工事を実施した。(332)
・小学校4校（浜見小学校、大庭小学校、湘南台小学校（給食調理室含む）、駒寄小学校）の空調設
備設置工事を実施した。(333)
・中学校1校（高浜中学校）のサブグラウンド等整備工事を実施した。(334)
・芝生化既設校の状況を確認するとともに、学校側の意見も考慮したうえで、対象校を縮小し、維持
補修（管理）を実施。小学校７校、中学４校。(335)
・明治小学校・辻堂小学校においてアルマイト食器をＰＥＮ樹脂食器に改善した。(336)
・中学校1校（村岡中学校）の外壁等改修工事と小学校1校（明治小学校）のプール缶体塗装工事を
実施した。(337)
・長後中学校、秋葉台中学校及び滝の沢中学校で中学校給食を実施した。(339)

課題等

施策の柱②

主な取組と成果

施策の柱③

課題等

主な取組と成果
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○：教育部・生涯学習部所管事業

生涯学習総務課 ○ ４１１　生涯学習推進事業 Ｂ
４１２　地球温暖化対策普及啓発事業 Ｂ

東京オリンピック・パラリンピック開催準備室 〇 ４１３　オリンピック・パラリンピック関連事業 D

基本方針④　多様な学びのできる生涯学習社会を目指します

生涯学習の推進（３事業）

・生涯学習大学事業の「オリンピック・パラリンピック応援コース」では，受講者目線に立った事業を実
施することにより，気運の醸成を図ることができた。(411)
・ふじさわ環境フェアの開催（入場者数：3,720人、出展団体：48団体）、環境ポータルサイトの運営（ﾄｯ
ﾌﾟﾍﾟｰｼﾞｱｸｾｽ数：20,562ｱｸｾｽ、環境ｸﾘｯｸ募金ｸﾘｯｸ数：413,225ｸﾘｯｸ）、エコライフハンドブック概要版
の配布（配布先：156,000部）(412)
・市民参加に向けて気運を高めるため，ボランティア等実施計画及び教育プログラム・文化プログラ
ムを策定した。（413）

多様な学習機会や学習情報の提供、オリンピック・パラリンピック関連事業、ふじさわ環境フェアの開
催や環境ポータルサイトの運営により、生涯学習の推進に努めた。

評価

施策の柱①

主な取組と成果

環境総務課

・市民講師の積極的な活用の場として開室する「生涯学習活動推進室」の運営を踏まえた事業展開
が必要である。(411)
・啓発事業は、環境意識を高めることができるものの、温室効果ガス削減量にどの程度貢献している
のか数値化することが難しい。(412)
・平成29年度までは，主に各種の計画やプログラムの策定を行っていた。平成30年度から，教育プ
ログラムを中心に各計画等を基にて，子どもたちが参加できるよう，教育委員会をはじめ，連携・調
整を図り，児童生徒の参加者を確認して進めていく必要がある。（413）

課題等

0 2 4 6 8 10 12

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針④（全１３事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

総合市民図書館 ○ ４２１　総合市民図書館運営管理事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２２　総合市民図書館市民運営事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２３　総合市民図書館整備事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２４　図書館情報ネットワーク事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２５　障がい者・高齢者への宅配サービス事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２６　子ども読書活動推進事業 A
総合市民図書館 ○ ４２７　点字図書館事業 Ｂ
総合市民図書館 ○ ４２８　新しい時代に即した「これからの図書館」推進事業 Ｂ

多様な学びを支援する図書館活動の推進（8事業）

・4市民図書館・11市民図書室を開館・開室し，資料の閲覧・貸出，レファレンス等のサービス事業を
実施した。(421)
・ＮＰＯ法人に辻堂市民図書館・湘南大庭市民図書館の図書館運営業務を業務委託した。(422)
・安心で快適な環境を整備するため，施設設備の改修工事や修繕計画について検討をすすめた。
(423)
・4市民図書館コンピュータシステム及び機器の維持管理並びに11市民図書室のコンピュータ機器
の維持管理を実施した。(424)
・ボランティア交流会を開催した。11月16日　参加者13名(425)
・「ふじさわ子ども読書プラン2020　第3次藤沢市子ども読書活動推進計画」に基づき事業の実施に
努めた。(426)
・ボランティアを養成するための講座を実施した。（ボランティア基本講習会　修了19人（延べ人数121
人）、音訳ボランティア講習会　修了者9人、点字校正講習会　修了者5人、楽譜点訳講習会　修了者
11人）(427)
・課内でこれからの図書館検討会議を開催し，集約した意見から図書館サービスについて，具体的
な取組について検討した。(428）

・利用者に安心・安全な施設を提供するため維持管理に努めており、随時修繕等の対応はしている
ものの、今後、施設の老朽化に伴う故障や破損、不具合の発生は増加することが予測され、計画的
に対応していく必要がある。(421)
・辻堂市民図書館及び湘南大庭市民図書館が引き続き地域に密着した質の高い図書館サービスを
行えるよう，2館の運営状況及び総合市民図書館の支援機能を検証していく。(422)
・各施設の状況を把握し，利用者への影響が出ないように，引き続き，老朽化した施設設備の修繕
計画を立て，施設修繕と改修工事を行っていく必要がある。(423)
・市民ニーズの多様化や高度情報化社会に対応するため，平成30年度の図書館コンピュータシステ
ムのリプレイスに向け新システムの開発のための要件定義を，市民目線を意識して策定する。(424)
・交通手段や日程的な条件などで，活動が待機状態になっているボランティアの解消が課題である。
(425)
・「ふじさわ子ども読書プラン2020　第3次藤沢市子ども読書活動推進計画」の推進に努め、年度毎
の進捗管理を適切に実施し、計画の効果的な推進を図る必要がある。(426)
・行事参加者の高齢化が進んでいることから，無理のない行程・内容の事業を実施する。(427)
・これからの図書館検討会議で検討した，具体的な方策を実施していく。(428）

 図書館での閲覧･貸出、レファレンス等のサービスをはじめ、視覚障がい者向けの蔵書製作、ボラン
ティア養成講座を実施するなど、多様な学びを支援する図書館活動を推進した。

施策の柱②

主な取組と成果

課題等
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○：教育部・生涯学習部所管事業

生涯学習総務課 ○ ４３１　公民館運営事業 Ｂ

生涯学習総務課 ○ ４３２　藤沢公民館・村岡公民館再整備事業 Ｂ

多様な文化をつなげる学習機会づくりの推進（２事業）
 地域住民やサークルの交流を活発にする事業等の実施により地域コミュニティの活性化を図った。
また、藤沢公民館の建設工事に着工するとともに、村岡公民館の再整備に向けた会議を開催した。

・平成２９年度公民館事業計画基本方針に基づき，継続的に公民館に参加することを目的とした事
業や，地域住民やサークルの交流を活発にする事業等の実施により，地域コミュニティの活性化を
図った。(431)
・【藤沢公民館再整備事業】関係各課によるワーキンググループを設置し，7回実施。【村岡公民館再
整備事業】地域関係団体，建設地周辺自治町内会長，公募委員による建設検討委員会を設置し，
会議を公開で2回開催。(432)

・2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え，気運の醸成を促すような取り組みが必要で
ある。(431)
・【村岡公民館再整備事業】住民の総意を得るため，建設検討委員会や住民説明会等を開催し，引
き続き丁寧な説明を行っていく必要がある。(432)課題等

施策の柱③

主な取組と成果
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○：教育部・生涯学習部所管事業

文化芸術課 ○ ５１１　市民ギャラリー事業 B

文化芸術課 ○ ５１２　文化芸術振興事業 B

文化芸術課 ○ ５１３　市民文化創造事業 B

文化芸術課 ○ ５１４　文化活動支援事業 B

文化芸術課 ○ ５１５　文化芸術活動広域ネットワーク事業 B

文化芸術課 ○ ５１６　アートスペースの整備・運営事業 B
文化芸術課・総合市民図書館 ○ ５１７　文化ゾーンの再整備事業 B

基本方針⑤　郷土文化資産の保全・活用と地域に根ざした文化芸術活動の推進を図ります

芸術・文化活動の支援（７事業）
 市展や音楽事業・演劇事業を実施するとともに、音楽，演劇等舞台芸術活動を行っている個人・団
体に対して助成をするなど文化芸術活動の支援を図った。

評価

施策の柱①

主な取組と成果

・第67回藤沢市展、2017年5月23日（火）～6月11日（日）　出品作品643点　入場者数6,595人(511)
・音楽事業の実施　7,687人、演劇事業の実施　3,138人(512)
・みらいをひらくワクワク体験ひろば（会場　藤沢市民会館、開催日　2018年3月24日（土）、25日（日）
　、参加　1,720人(513)
・音楽，演劇等舞台芸術を対象とした活動を行っている個人または団体に対し，必要な経費の一部
を助成し，本市の文化発展に寄与した。(514)
・湘南文化交流事業「湘南の魅力発見プロジェクト」ワークショップ事業及び映像配信事業（内容：
パッケージデザイン、日時：2017年9月30日（土）～12月3日（日）、参加者数：11名(515)
・「だるまちゃんとあそぼ　かこさとし展」の開催（11/25-12/18  参加作家1人、来館者数：11,057人、
会場：市民ギャラリー）(516)
・（総合市民図書館）「これからの図書館検討委員会」の意見を参考に，課内で意見を集約し，図書
館サービスについて具体的な取組を検討するなかで，南市民図書館再整備についても意見交換を
行った。（文化芸術課）市民会館建物調査を実施し，その結果を年度末に収受した。(517)

課題等

・各事業の実行委員会において，前年度の反省点を踏まえた内容の検討を行い，出品作品数や入
場者数等の増加に努めていく必要がある。(511)
・文化振興基金の寄付についての呼びかけを，より一層行う必要がある。(512)
・「こころの劇場」小学生招待事業については，対象児童数が今後も増加する見込みが出ているが，
公演回数を現行のまま維持する必要がある。(513)
・本市における事業実績のない団体の取扱いなど、審査に難しい面もあるなかで、文化芸術団体の
多様な活動を促進しなければならない。(514)
・2市1町で組織する広域行政協議会の中の広域文化活動部会として，多彩な文化の交流を図ること
のできる共通の事業を企画・検討し，実施していかなければならない。(515)
・オリンピック・パラリンピックの開催を受けて、文化プログラムの中心的な拠点施設として活動を行
い、成果を上げていくことが求められる。(516)
・市民会館，南市民図書館ともに旧耐震基準で建設され，老朽化や機能劣化が進んでいる。また，
当該地区が文化ゾーンとして位置づけられていることから，文化施設を中心とした新たな文化活動
等の拠点整備が課題となっている。(517)

0 2 4 6 8 10 12

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針⑤（全１７事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

郷土歴史課 ○ ５２１　歴史遺産保存整備活用事業 A
郷土歴史課 ○ ５２２　文化財保護事業 B
郷土歴史課 ○ ５２３　広域連携展示事業 F
郷土歴史課 ○ ５２４　文化財収蔵庫整備事業 B
郷土歴史課 ○ ５２５　映像資料保存公開事業 B
郷土歴史課 ○ ５２６　歴史的建造物維持活用事業 A
郷土歴史課 ○ ５２７　歴史資料公開活用事業 A
郷土歴史課 ○ ５２８　（仮称）ふじさわ宿交流館の整備・運営事業 A
郷土歴史課 ○ ５２９　（仮称）藤澤浮世絵館の整備・運営事業 A
街なみ景観課 ５２１０　景観資源推進事業 C

施策の柱②

主な取組と成果

課題等

歴史の継承と文化の創造（１０事業）

・国登録有形文化財については、旧東海道藤沢宿内の旧石曽根商店店舗兼主屋（1箇所）が登録さ
れた。(521)
・文化財説明板の設置（370,440円）について、花應院の「石像閻魔大王像」・「小栗判官と照手姫・縁
起の寺」、神光寺の「神光寺横穴古墳群」の文化財説明板を修繕した。(522)
・前年度に引き続き，公共施設の再利用を前提として，収蔵庫の集約を行うため，現有収蔵品の整
理と併せて、今後の資料収集方針を策定する中で，施設規模及び施設の機能を整理した。(524)
・所蔵フィルム（「江の島の竜宮祭」関連フィルム作品3本及び「藤沢市市制30周年記録」）をＤＶＤ化
した。(525)
・古民家を活用した事業として，旧三觜邸で和楽器演奏会を１回，展示会を2回，大磯町との連携関
連事業として紹介パネル展1回を開催。(526)
・ふじさわ宿交流館郷土資料展示室において，「旧藤沢地区の暮らしのひとこま」として新たな展示を
行った。また、浮世絵館ホームページ及びみゆネットふじさわのリニューアルに向けて，公募型プロ
ポーザルにより業者の選定を進めた。(527)
・伝統芸能等各種イベントの実施(528)
・市内小学生による見学の受け入れを行った。(529)
・歴史的建築物の維持・保全（旧東海道藤沢宿街なみ修景等に関する補助事業）補助事業実施　※
町家1棟　※蔵3棟　外観保全工事　（補助率1/2、上限500万円）（5210）

 文化財の指定や登録を進めるとともにふじさわ宿交流館及び藤澤浮世絵館で様々なイベントを開
催するなど、地域の芸術・文化活動の支援に努めた。

・国登録文化財については、登録される建造物の多くは，現在も使用，居住されているため公開・活
用が難しい。(521)
・文化財説明板の設置については，既存の説明板の修繕を優先して行うことがあり，新たに指定を
受けたものの対応ができないケースがある。(522)
・新たな保管施設整備までの間，老朽化している収蔵庫の維持管理に対する経費が必要になってい
る。(524)
・フィルムのＤＶＤ化にあたり、将来に残すものとして、映像の品質が十分ではない。(525)
・歴史的建造物の公開，活用については，所有者の意向や修繕等にかかる経費，地元の意向等，
慎重に検討を進める必要がある。(526)
・多くの市民に見ていただけるようさらなる周知を進める必要がある。(527)
・ふじさわ宿交流館を通じて，どのように地域の活性化とにぎわいの創出に繋げていくかを，また，地
域との連携をどのうように深めていくかを指定管理者，地域住民，商業関係者等と連携しながら検
討・実践していく。（528)
・地域や学校，関連団体等との連携を深めていくこと(529)
・歴史的建築物の維持・保全については、所有者が抱える事情により事業計画が立たず、計画的な
執行が難しい。(5210）
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○：教育部・生涯学習部所管事業

健康増進課 ６１１　健康づくり推進事業 Ｂ

教育指導課・スポーツ推進課 ○ ６２１　子どもの体力向上対策事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６２２　スポーツ施設整備事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６２３　スポーツバリアフリー事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６２４　スポーツノーマライゼーション事業 Ｂ

基本方針⑥　健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います

健康づくりの推進（１事業）

・ 生活習慣病予防及び重症化予防を目的とした健康支援プログラムの一環として、健康度チェック、
体力度チェック、トレーニングを実施し、参加者の健康状態に合わせた運動習慣の改善を図った。
(611)

 健康度・体力度チェックや健康づくりトレーニングを通じて、市民の生活習慣病の予防・改善、健康・
体力の維持・増進を図ることで健康づくりの推進に努めた。

評価

施策の柱①

主な取組と成果

・必要な対象者が活用できるよう、医師会をはじめとした関係機関等との連携を図りながら周知を行
い、広く市民の活用を促進する必要がある。(611)

スポーツ環境の充実（４事業）

・児童生徒の体力向上に向けた啓発を図ることができた。また、希望校には測定員を派遣し、市内54
校で実施することができた。(621)
・天神スポーツ広場の整備工事が完了し，全面供用開始した。供用開始日：2018年3月30日(622)
・多目的トイレに点字テープを貼り，視覚障がい者が利用しやすいように対応した。(623)
・様々なパラスポーツを体験できる「ふじさわパラスポーツフェスタ２０１７」を企画した。（荒天により中
止）また，障がい者スポーツの競技大会として「第１回ふじさわボッチャ競技大会」を開催した。これら
の事業を通じてスポーツのノーマライゼーションの推進が図れた。(624)

・文科省からの通達で7月までに全測定を終える必要があることや、学校行事等の関係で複数校が
同一日に重複してしまい、測定員の確保・調整に苦慮する。　(621)
・市内各スポーツ施設は，建物及び設備において老朽化が進んでおり，市民が安心して利用できる
スポーツ施設として維持するため計画的修繕が必要。(622)
・スポーツ施設の老朽化や経年劣化が進む中で，今後は大規模改修工事を行う。また，公共施設再
整備プランにおける事業を実施する中で，バリアフリー化された整備を行う必要がある。(623)
・障がい者団体等のニーズに寄り添った形で障がい者スポーツ団体の組織化を目指す。(624)

 体力・運動能力テスト実施時の測定員の派遣や、スポーツ施設の整備を進めるとともに、多目的ト
イレに点字テープを貼ったり、様々なパラスポーツを体験できる「ふじさわパラスポーツフェスタ2017」
を企画したりするなど、スポーツのノーマライゼーションの推進を図った。

課題等

施策の柱②

主な取組と成果

課題等

0 2 4 6 8 10

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針⑥（全９事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

スポーツ推進課 ○ ６３１　生涯スポーツ活動推進事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６３２　スポーツサポート事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６３３　競技スポーツ推進事業 Ｂ

スポーツ推進課 ○ ６３４　地域特性活性化推進事業 Ｂ

生涯スポーツ活動の推進（４事業）
 市民マラソンやビーチバレーの大会を開催するとともに、継続して気軽に参加できるスポーツ活動
の場の提供やスポーツボランテイアの活用など生涯スポーツ活動の推進に努めた。

・気軽に参加できる事前申し込み不要のオープン教室や体育館の個人開放をすることで，スポーツ
活動の場の提供をすることができた。(631)
・スポーツボランテイアであるスポーツサポーター登録者（無償）を活用し，有効に事業を展開した。
(632)
・競技スポーツで活躍された選手たちへの賞賜金交付により，競技スポーツの発展を図れた。(633)
・第31回ビーチバレージャパン（開催日：2017年8月11日～13日、参加チーム数：64チーム（男子56
チーム・女子8チーム））(634)

・備品の老朽化（631)
・スポーツサポーターバンク登録者は3年間活動実績がない場合自動的に登録抹消となるため，抹
消者が増加する傾向にある。(632)
・賞賜金制度を広く市民が利用できるよう，周知方法について検討する。(633)
・ビーチバレー日本一を決定するビーチバレージャパンではあるが、観客動員数が伸び悩んでおり、
その打開策を検討している。(634)

主な取組と成果

課題等

施策の柱③
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○：教育部・生涯学習部所管事業

人権男女共同平和課 ７１１　多文化共生推進事業 Ｂ

学校給食課 ○ ７２１　地産地消の充実事業 Ｂ

人権男女共同平和課 ７２２　人権施策推進事業 Ｂ

青少年課 ７２３　放課後子ども教室推進事業 Ｂ

教育総務課 ○ ７２４　学校・家庭・地域連携推進事業 Ｂ

人権男女共同平和課 ７２５　男女共同参画推進事業 Ｂ

・「地産地消推進モデル校」に関して、価格設定・発注納品方法・支払いシステム等、生産者との調
整や、市場関係者との調整が課題となる。(721)
・新たな人権課題や理解が進んでいない人権課題をテーマにした啓発事業の実施(722)
・事業の拡充にあたっては、児童の安全管理や責任体制の明確化等を踏まえた上で検討を行う必
要があり、教育委員会等の連携が不可欠である。(723)
・より多くの方に三者連携を知ってもらうための周知活動(724)
・女性に対する暴力が様々な形で顕在化しているため、暴力防止の啓発活動について検討(725)

・スペイン語の歌、キュンダンス、よさこい、餅つき、工作、浮世絵すり体験等を行った。(711)

・多文化への理解を図るため、外国人市民参加者数が増えるよう、交流会の内容や周知方法を充
実させる。(711)

基本方針⑦　多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します

多文化・多世代の交流の推進（１事業）

学校・家庭・地域等の連携、協働の推進（５事業）

・小中学校給食及び「地産地消推進モデル校」において、藤沢産食材の利用推進を図った。(721)
・人権週間事業において、12/4～12/10の人権週間に合わせ、人権擁護委員会、国や神奈川県等と
連携し、街頭での人権啓発キャンペーン、人権メッセージパネル展及び特設相談等を実施するな
ど、啓発を図った。(722)
・亀井野小学校区、小糸小学校区の2小学校区で事業を実施するとともに、事業拡充に向け、特定
の学区を想定し、実施の具体化に向けて学校・教育委員会と協議・検討を行った。(723)
・学校・家庭・地域連携推進会議で事業や会議を実施した。（各地域事業総数115事業、各地域事
業、会議等参加者数31,888人）(724)
・藤沢市PTA連絡協議会に業務を委託し実施した。（広報紙の発行年3回、各校PTA活動状況調査
の実施、講演会の実施）(724)
・意識啓発のため様々なテーマで講演会等を行った。（共に生きるフォーラムふじさわ（性とコミュニ
ケーション）67名　2市1町講演会（世界の女性問題）101名　人権男女共同参画啓発セミナー（HIV）
112名　男女共同参画に関する特定課題セミナー（ジェンダーと公的広報）81名が参加。(725)

外国人市民の生活支援とともに、意見交換の場や交流事業を通じて、外国人市民と日本人市民が
互いの文化を通して交流をするととともに、外国人市民と共に生きる地域づくりを推進した。

 三者連携による地域に開かれた学校づくりや地産地消の取組など地域と学校のつながりの充実を
図るとともに、人権メッセージパネル展や特設相談等の実施による人権啓発や男女共同参画に関
わる取組を推進した。

評価

施策の柱①

主な取組と成果

課題等

主な取組と成果

課題等

施策の柱②

0 2 4 6 8

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針⑦（全６事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

教育指導課 ○ ８１１　学校安全対策事業（防災・防犯教育） A

教育指導課 ○ ８１２　教育文化センター研究研修事業 Ｂ

主な取組と成果

・中学校においては、学校が避難施設になった非常時にいかに判断し、行動するかを学んだ。(811)
・研修講座1回 　「自らの判断で命を守る防災教育」　　講師：慶應義塾大学准教授　大木　聖子氏
(812)

課題等

・H29年度より防災講演会は前半が授業、後半が講演会となったので、より具体的に学ぶために事
前に写真や教材を準備するのに時間がかかった。(811)
・3年間の研究を踏まえ、自然をよりよく理解することによって自然災害に対して身を守る判断力･行
動力を育む防災教育の考え方を、広く周知する。(812)

基本方針⑧　命を守る「教育の推進」「教育環境の整備」「コミュニティづくりの推進」を図ります

評価

施策の柱①
命を守る教育の推進（２事業）
 児童生徒・教職員向けの防災講演会や、教職員向けの防災教育研修講座の実施を通して、教職員
及び子どもたちの防災意識の向上を図った。

0 2 4 6 8

Ａ・・・目標を上回った                 

Ｂ・・・（概ね）達成した                

Ｃ・・・やや達成できなかった              

Ｄ・・・目標を下回った                 

Ｅ・・・Ｈ２９年度に統合・終了・廃止        

Ｆ・・・Ｈ２９年度以前に統合・終了・廃止等      

基本方針⑧（全９事業） 
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○：教育部・生涯学習部所管事業

学校施設課 ○ ８２１　学校施設改築・大規模改修事業（老朽化解消） Ｂ
学校施設課 ○ ８２２　防災対策事業（津波対策） E

防災政策課・教育総務課 ○ ８２３　防災資機材等の整備事業 Ｂ
学務保健課・防犯交通安全
課・道路整備課・道路維持
課

○ ８２４　通学路安全対策推進事業 Ｂ

防犯交通安全課・教育指導課 ○ ８２５　学校防犯対策強化事業（こども110番・安全マップ） Ｂ

教育総務課 ○ ８３１　学校・家庭・地域連携推進事業（地域防災・防犯活動） Ｂ
防犯交通安全課・教育指導課 ○ ８３２　学校防犯対策強化事業（こども110番・安全マップ） Ｂ

・「一斉パトロール」「子ども安全ネットワーク」「学校安全ネットワーク会議」「子どもみまもりネットワー
ク会議」「地域パトロール」「安全・安心のぼり旗」等の活動を実施した。(831)
・学校における地域安全マップ作りについて、子どもたちの「危機回避能力」を向上させることを目的
に、サポートスタッフと一緒に子どもたちが生活圏を歩き、『地域安全マップ』を自ら作製した。(832)

・より多くの方に三者連携を知ってもらうための周知活動(831)
・地域安全マップサポートスタッフについて、児童数が多い学校で開催する場合、スタッフの数を揃え
ることが困難である。(832)

施策の柱③

主な取組と成果

課題等

 学校・家庭・地域の三者が連携しての地域パトロールや、民家・事業所・商店等及び市のごみ収集
車等に子ども110番を掲示するなど、命を守るコミュニティづくりの推進に努めた。

主な取組と成果

・鵠南小学校の全面改築基本構想及び、六会中学校の屋内運動場改築事業基本・実施設計を実施
した。(821)
・市内全地区市立小・中・特別支援学校に災害時用の飲用水として、１人当たりペットボトル１本（５０
０ｍｌ）×児童生徒分を備蓄済である。(823)
・「藤沢市通学路交通安全プログラム」に基づき報告のあった危険箇所について、関係機関と連携し
て合同点検を実施し、安全対策を実施した。(824)
・学校における地域安全マップ作りについて、子どもたちの「危機回避能力」を向上させることを目的
に、サポートスタッフと一緒に子どもたちが生活圏を歩き、『地域安全マップ』を自ら作製した。(825)

課題等

・公共施設再整備プランにおいて、実施事業に位置づけられた2校について、平成29年度から事業
着手となったが、今後とも計画に沿って事業を進めていくよう進捗状況を確認しながら、業務を執行
していくことが必要である。(821)
・学校から報告される危険箇所報告数が高止まりしているため、学校に報告箇所のさらなる精査が
求められる。(824)
・地域安全マップサポートスタッフについて、児童数が多い学校で開催する場合、スタッフの数を揃え
ることが困難である。(825)

命を守るコミュニティづくりの推進（２事業）

施策の柱②

命を守る教育環境の整備（５事業）
 校舎の全面改築基本構想や屋内運動場改築事業基本・実施設計の実施など安全な教育環境整備
に努めた。また、災害時用飲料水の備蓄、通学路安全点検や地域安全マップ作りを実施することで
命を守る教育環境の整備に努めた。
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３ 進行管理についての質疑応答及び意見 

   

基本方針① 共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します 

施策の柱① 確かな学力の向上 

１１３「学校 ICT機器整備事業（情報教育）」 

＜委員からの質疑＞情報教育をするにあたり、各校に情報モラルの教育に関する共通のカリ

キュラムや考え方があったら教えてほしいです。またどういう教材等を作成しているのか、

具体的にどのような指導を行っているのかお聞きしたいです。 

＜回答：教育総務課＞共通のカリキュラムはありませんが、文部科学省が作成したビデオ教

材や関係団体が作成した資料、参考になるホームページなどを全校共有のパソコンのドライ

ブに保存して使用できるように準備しています。また、これらの資料を活用した教材で担任

等が授業を行っています。そのほかに年間 1校１回程度、専門業者が講演会や授業支援に対

応したり、ICT 支援員が情報教育モラルの授業づくりを支援しています。情報モラルの教育

は、学校・学年・クラスによって状況や課題が異なるので、実態にあった授業ができるよう

に情報提供や支援を行っています。主な授業内容は、インターネットや SNS の不適切な使

用が引き起こす危険性を説明する内容です。 

＜委員からのご意見＞家庭や友達間でよく話し合って運用ルールを決めていくことを推奨し

ていく取組をぜひ力を入れて行ってほしいと思います。情報モラル教育においては保護者の

理解が不可欠ですし、一番不安を感じているのも保護者だと思います。保護者とは十分情報

を共有して取り組んでいただきたいと思います。 

＜委員からのご意見＞プログラミング、普通教室での ICT 活用、情報モラル教育は、いずれ

もこれからの社会に必要な知識となってくると思いますので、どのテーマについても十分な

教育を行えるようなハード・ソフト両面の環境づくりを続けていただきたいと思います。 

＜委員からのご意見＞情報教育は、今後ますます発展する情報化社会を生きていく子どもた

ちにとって重要な教育であると思います。多様化する情報モラル問題に対して、各学校、各

学年、各クラスのニーズに応じて、教材を選択して使用できるよう、データの保存が行われ

ていることはとても大切な取組だと感じました。今後も、ニーズを把握し、状況にあった対

応を続けてほしいと思います。  

施策の柱④ 豊かな心と健康な身体を育む教育の推進 

１４２「児童生徒指導関係事業」 

＜委員からの質疑＞児童支援担当の先生が小学校に配置されたことで、学校内において他の

先生方との情報共有はどのように行っているのか、また関係機関との連携、情報共有はどの

ようにしているのか、どのような関係機関と連携ができているのか教えてください。 

＜回答：教育指導課＞校内支援体制については、小中学校ともに各学年から担任、養護教諭、

スクールカウンセラー、児童支援担当教諭、管理職で構成された委員会を作り、中学校の場

合はだいたい週１回、小学校の場合は月１回程度、あとは必要に応じて集まって話し合う校

内委員会を設置しています。その中で、校内での情報を共有して支援や指導が必要な子ども
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たちに対しての話し合いを適宜行うようにしています。また、外部とのケース会議を持つ場

合も校内会議の中で外部の方を招いたケース会議について検討します。外部機関とは年に１

回児童生徒指導対策支援会議を行っています。こちらは藤沢警察、北警察、中央児童相談所、

民生委員や児童福祉協議会の代表、青少年指導員協議会の代表、学校長、教育委員会、県警

の少年相談保護センターの代表等が集まりまして、顔合わせを行い、必要に応じて会議を行

っています。もし学校の内外で事案が発生したら、その中から必要な方々が集まる支援サポ

ート会議を開き、問題の内容や性質に応じて適切な対応と協力を行っています。 

＜委員からのご意見＞児童生徒の問題を事前に把握する上で校内委員会のような取組は非常

に有効だと考えます。この取組を実効的なものにするためにも、児童生徒と向き合っている

現場の先生方が、十分な時間を費やせるようなサポートをお願いしたいと思います。 

＜委員からのご意見＞支援の必要な子どもたちのために様々な関係機関で連携し、情報共有

を行っていることは、とても重要なことだと思います。これからも学校内はもちろん、外部

の関係機関ともさらに連携を深め、適切な支援が行えることを強く願っています。 

施策の柱⑤一人ひとりのニーズに応じた教育の推進 

１５１「特別支援教育推進事業」 

＜委員からの質疑＞支援や介助を必要とする児童生徒の増加の現状が言われている中で、他

の事業も含めてどのように連携対応をしていますか、特に発達障害やそれに近い児童生徒等

に対する対応、理解と配慮についてお伺いします。 

＜回答：教育指導課＞連携対応という点では、幼稚園や保育園の園長先生方と連携を図り、

どのようにサポートしていけばいいのか情報を交換しています。その中で保護者の方々と入

学前に面談を行い、通常の学級がいいのか特別支援学級か特別支援学校がいいのか方向性を

定めていきます。入学後は、例えば、通常の学級に入学が決まった児童には、本市の場合は

小学校１年生については担任の他にサポート講師がおり、そのサポートを行っていくほか、

必要に応じて学習や行動等の介助を行う介助員をつけています。さらに必要だと思われる場

合には、特別支援教育に関する非常勤講師をつけることを神奈川県と協力しあって行ってい

ます。 

＜委員からのご意見＞連携が細やかになされていることがよく理解できました。学校側と保

護者が良い信頼関係を保つことが重要と思われます。 

１５５「子ども発達支援事業」 

＜委員からの質疑＞子どもサポートファイルの配付とありますが、配付後のサポートはどの

ようになっていますか。 

＜回答：子ども家庭課＞その後のサポートという意味では、進路などで活用してもらうのが

一番だと考えています。そのためには同じことを何度も繰り返して話さなくて済んだりとか

現在の支援の参考になったりなどと使ってよかったと実感をしてもらうことが活用に結び付

くと考えています。実際に活用してもらっている保護者から、持ち運びが不便という声をい

ただき、平成 28 年度から携帯版を作成しました。平成 29 年度は、保育園の園長会や地域

の皆さまにも周知いたしましたが、実際に支援のために使っている皆様のお声もアンケート
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などで伺いながら、今後もサポートファイルの普及啓発に努めていきたいと考えています。 

＜委員からのご意見＞「子どもサポートファイル」の利用者の声から平成２８年度に携帯版

を作成したことが分かりました。様々な利用方法があると思いますので、ネット環境なども

考慮しながら、今後も必要な時に活用できるために、利用者の声をもとに取組を続けてほし

いと思います。 

施策の柱⑥ 子どもと社会をつなぐ教育の推進 

１６４「若年者就労支援事業」（若者しごと応援塾・ユースワークふじさわ） 

＜委員からの質疑＞平成 29年度の進捗状況において保護者セミナーや地域出張相談会など 

のそれぞれの参加者数を教えてください。 

＜回答：教育総務課＞青少年課が出席していないため当課でお答えいたします。保護者セミ

ナーは 1か所で開催し参加者が 45名、出張相談は 7か所で開催し参加者が 3名です。 

＜委員からの質疑＞参加者が開催地区7か所で開催していて2地区の参加者があったという

理解でよろしいでしょうか。 

＜回答：教育総務課＞はい。 

＜委員からの質疑＞その出張事業につきまして、課題等で特に記載はないのですが、何かあ 

りましたら教えてください。 

＜回答：教育総務課＞出張相談の今年度の取組ですが年 4回開催予定です。そのうち開催場 

所は、通常の相談窓口、相談が多い地域ということで絞り込んで行いたいと思っています。 

また、開催の周知という点で、地域での回覧を行うとともに、地域のコミュニティーソーシ 

ャルワーカーとも連携を図り、相談が有効だと思われる方に対して事業の周知を図っていき 

たいです。 

＜委員からのご意見＞支援事業の利用者数だけでなく、支援事業の具体的な内容も進捗状況

報告書に記載してあれば、もう少し事業に対するイメージが掴みやすかったと思います。 

＜委員からのご意見＞本事業は、様々な困難を抱えた若者の自立・就労支援に関する重要な

事業だと思います。支援や情報が必要な人に届くためには課題や困難なこともあると思いま

すが、関係諸機関との連携やネットワーク構築を進めながら、可能な限り必要な人に関わり

継続してほしいと思います。 

１６８「子ども・若者育成支援事業」 

＜委員からの質疑＞ニートや引きこもりの実態はどの程度把握できているでしょうか。支援

の取組目標はそれに見合ったものなのでしょうか。連携している専門機関とともに、必要で

あるが結びつきづらいケースを市としてどのように掘り起こしているのでしょうか。 

＜回答：教育総務課＞青少年課が出席していないため当課でお答えいたします。引きこもり

等の実態の把握についてですが、近隣にあります湘南横浜若者ステーションならびに若者仕

事応援塾ユースワーク藤沢に来所されている方に、施設に来るきっかけや、困難を抱えた原

因などを聞き取りながら、実態の把握に努めています。支援の取組目標 100名を掲げていま

すが、施設に来所相談のあった件数をもとに目標をたてています。ニーズの掘り起こしでい

ろいろと調査すると、義務教育期のいじめや不登校がニートなどにつながっていることが見
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えています。その意味で切れ目のない支援が必要ということで、学校教育相談センターとの

連携、あるいは中学校長会・教頭会では中学３年生の保護者に対して、ユースサポートをし

ているという情報提供を行うほか、アウトリーチ的な支援として市民センターにおける出張

相談を行っています。 

＜委員からのご意見＞義務教育期からの不登校から、さらなる困難に陥ることのないように

アフターフォローの取組にはぜひ力を入れていただきたいと思います。さらに、社会に出て

からの不適応者の把握は非常に難しいと思われますが、外部の専門機関とともに継続して取

り組んでほしいと思います。 

＜委員からのご意見＞事業コード 164「若者就労支援事業」との連携や関連が明らかになっ

ていると、もっと良いと思いました。 

 

基本方針② 家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援、充実を図ります 

施策の柱① 家庭における教育力の向上 

２１３放課後児童健全育成事業 

＜委員からの質疑＞平成 29年度の進捗状況に公募による新設 4か所とありますが、公募は

どのような形で行われましたか。また、課題や問題点の中で、整備が進まない学区という表

現がありますがどういうことでしょうか。また、将来的な負担増と書かれていますが、これ

について教えてください。また、放課後指導支援員の現状がどうなっているのか教えてくだ

さい。 

＜回答：教育総務課＞青少年課が欠席のため、当課でお答えします。公募の状況ですが、こ

ちらはプロポーザルによる方法で今公募を行っています。内容としては公募を行っている 4

小学校区の中で、実際に放課後児童クラブを運営できる物件を確保している運営業者、また

は物件だけを提案してくるところもあり、そういったものを活用しながら、その物件を使用

して運営をできる事業者という大きく分けてその２点について公募をしている状況です。整

備が進まない学区ということですが、平成 29年度中に公募を 2回実施した結果、事業者の

応募がない状況です。市でも物件を探したものの適した物件が見つけられない状況にあると

いうことです。それと将来的な負担増ですが、こちらにつきましては将来的に少子化になる

中でランニングコスト的な維持管理という部分が後世に負担になるのではという意味合いで

記載したそうです。 

＜委員からの質疑＞放課後児童支援員についてどういう状況なのか教えてください。 

＜回答：教育総務課＞平成 30 年度では、必要とする人数が 66 人に対して実績 65 人とい

う状況です。1 名欠員ですが、そういったことの対処の方法としては処遇改善を検討してい

ます。給与面を引き上げるなどして人材確保に努めていきたいと思います。 

＜委員からのご意見＞報告から、公募に対して事業者の応募がない地区があること、児童支

援員の確保の課題、将来的な利用を考慮しながら整備計画の課題があることが分かりました。

子どもたちにとって、豊かな放課後活動になるように、地区のニーズを捉えた事業を進めて

ほしいと思います。 
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＜委員からのご意見＞安心して放課後に過ごせる居場所づくりは重要だと思います。処遇の

問題、物件の問題、立地の問題等、様々な課題はありますが、学校と家庭をつなぐ大切な役

割を担っていると思います。ニーズに合った事業展開を期待しています。   

施策の柱④ 教育機会の均等保障 

２４２「生活困窮者自立支援事業（学習支援）」 

＜委員からの質疑＞学習支援は具体的にどのようなプログラムが行われているのか、また場 

所ですとか、今後増設を考えているのかという点について教えてください。 

＜回答：地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室＞学習支援プログラムとして大きく分けて 2つの役割をもっ 

ています。ひとつは学習そのものへの支援、こちらに関しては一人一人の状況がかなり様々 

な状態です。例えば学年にあった学力がない、クラスについていけない、親の言葉が日本語 

ではないため日本語の理解力が欠けている、あるいはそういったことも含めて読み書きが不 

十分など、そのお子さんの状態にあった支援をしていくということで、基礎からのおさらい 

や、中学校 2、3年の場合は高校入試に向けて進めていくとか様々な状況です。もうひとつ 

は支援ということが中心で、家庭での教育環境が十分に整っていないということで、例えば 

高校入試に向けた情報収集が家庭でできない場合は家庭に情報提供したり、高校あるいは大 

学入試に合わせて奨学金の申し込みをするための手続きの支援や、そのための論文や作文の 

提出の支援、進学のための貸付金の活用の支援を行っています。それ以外にも学校や家庭の 

中での様々な問題への支援を学習支援相談員が行っている状況です。場所の問題ですが、平 

成 30年度も現在行っている三か所で開催しています。昨年度末にプロポーザルを行い、本 

年度からの開設場所を含めて提案をもらった中で 29年度と同じ事業所が受託することにな 

りました。今後、増設の可能性ということですが、今のところ学習支援事業所そのものを増 

やしていくという考え方はありません。一方で地域住民主体の活動、例えば、今まで学習塾 

を経営していた方がリタイヤされて、自身で学習支援のための無償の塾を開いていただき、 

支援の部分では市が関わるが、勉強は住民の方が面倒みるというように様々な地域の方々の 

力をお借りしながら学習支援をし、われわれもそのサポートしていくという体制をとってい 

く形になっています。 

 

基本方針③ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱① 学びを支え質の高い教育環境の整備 

３１２「新入生サポート事業」 

＜委員からの質疑＞計画によって市費講師を配置するとありますが、配置されている市費講

師はどのような職歴や教歴の人でしょうか。問題点の中に若手教員が１年生を担当すること

も多いと記載されていますが、サポート役として必要な人をきちんと採用できているのかど

うか教えてください。 

＜回答：学務保健課＞ 新入生サポート事業の市費講師は教職員免許保持者であり、退職し

た教員や以前に教員をしていて改めて学校で子どもたちに指導したいという方々が登録して

います。指導の内容としましては、担任の指導をサポートしながら、子どもたちの学習支援
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はもちろん、学校環境に慣れるための様々な生活の場面をサポートするという両面から行っ

ています。 

＜回答：教育部長＞サポート講師はずっと１年生を担当している中で、初めて１年生を担任

にもつ若い教員に対して適切なアドバイスをしたり、さりげないサポートをしたりしていま

す。また、初めてサポート講師になった方には研修を行い、あるいはその研修の中でお互い

にサポート講師同士の情報交換を行ったりしながら努めている次第です。 

＜委員からのご意見＞初めての学校生活をスムーズに過ごせるように、学習支援、学校生活

の場面でのサポートを経験豊かな講師の方々に、これからもぜひ続けていってほしいと強く

思いました。子どもたちのみならず、保護者の不安除去や、新人の教員に対するサポートも

多角的な視野からアドバイスをしていただけることは、とても心強いと思います。 

＜委員からのご意見＞配属されているサポート講師について、教員としての経験を持ってい

る方々であるということをお聞きし、安心いたしました。引き続き、経験を持つ人材を必要

なだけ採用できるよう努めていただきたいと思います。 

３１３「学校図書館管理運営事業」 

＜委員からの質疑＞問題点の中に学校図書館専門員と司書教諭との役割分担が学校ごとに統

一されていないとありますが、どうしてそういう状況になっているか、統一されていないこ

とでどのような問題が発生しているのか教えてください。 

＜回答：教育指導課＞まず、司書教諭と学校図書館専門員の違いについてお答えします。司

書教諭は、各学校に配属されている教員の中で司書教諭資格を持っている教員がその任務に

あたっています。担任などをもっていることから、常に学校図書館に関わることができなと

いう背景がありました。学校図書館専門員は平成 23 年度から藤沢市の小中学校全校に一人

ずつ配置したものですが、非常勤職員で１ヶ月に 8日間という日数の配置ということになっ

ています。そのことから、学校の司書教諭と学校図書館専門員が細かく打ち合わせをする時

間がなかなかとれないということがあります。役割分担としましても、学校図書館専門員は

学校図書館の整備、子どもたちが図書館に行ってみたくなるような図書館づくりを図書の専

門家として担ってほしいと考えて配置したものです。ですので、司書教諭は、クラスの子ど

もたちや各教科で利用するときに学校の立場で図書館運営を担ってほしいと思っていたり、

図書館専門員は司書教諭と共同して子どもたちが読書活動に対する指導、環境整備、蔵書管

理、広報活動等というものを担ってほしいと考えています。なかなか打ち合わせがとれなか

ったり、子どもたちの図書委員会であるとか保護者の方々の図書ボランティアの方々との連

携につきましても連携がとれないというのがこの背景にありました。学校図書館専門員につ

きましてもひとつの学校に固定してずっといるのではなく、異動したり、図書専門員同士で

協議会や情報交換会を持ったり、また、学校の司書教諭も司書教諭連絡会を持ちながら、お

互いに情報交換しあって状況を改善するようにしています。 

＜委員からのご意見＞司書教諭が担任を持つなどで、常に図書館業務に関わることができな

いということを初めて知りました。他の業務との兼ね合いからなかなか難しいとは思います

が、常に図書館に司書がいるような環境は児童生徒の読書への関心を高めると思いますので、
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図書館専門員の活用を一層図っていってもらいたいと思います。 

＜委員からのご意見＞司書教諭と学校図書館専門員、図書ボランティア、子どもたちによる

図書委員会が、お互いに役割を認識しながら連携を取り、風通しのよい関係を構築してほし

いです。それぞれの役割を担うことで、より良い学校図書管理運営事業が行われることを願

っています。 

＜委員からのご意見＞学校図書館専門員と、司書教諭や学校との連携に課題があると分かり

ましたが、学校図書は様々な子どもにとって重要な役割を担っていると思います。今後も、

一人でも多くの子どもの読書活動が充実することを期待しています。 

 

基本方針④ 多様な学びのできる生涯学習社会を目指します 

施策の柱① 生涯学習の推進 

４１２「地球温暖化対策普及啓発事業」 

＜委員からの質疑＞平成 30 年に国の取組と連携する普及啓発事業を実施し、幅広い市民と

の連携を図るとともに、継続的なマルチパートナーシップの構築を図るとありますが、その

あたりのことを教えてください。 

＜回答：環境総務課＞国は 2030年度の温室効果ガス排出量を 2013年比で、26％削減す

るという国の目標の達成のために温暖化対策の賢い選択という意味の「クールチョイス」と

いう事業を実施しています。藤沢市は平成 26年の 9月「クールチョイス」に賛同し、皆さ

んよくご存じだと思いますが、クールビズ、ウォームビズ、省エネ機器の買替促進など様々

な取組を現在しています。今後、一層の推進を計るために 5月 9日に藤沢市長がクールチョ

イスの推進宣言をしました。藤沢市につきましては平成 30 年度、環境省の二酸化炭素排出

抑制対策事業費補助金を受けまして、さらなる普及啓発活動をしていこうと考えています。

この事業については、現在プロポーザルを実施して具体的に事業者選考を行っているところ

です。 

＜委員からのご意見＞昨今の異常気象もあり、さらに温暖化に対する危機意識を高めるべく、

啓蒙活動に取り組んでいただきたいと思います。 

＜委員からのご意見＞地球温暖化対策にあたっては、各家庭での取組も重要ですが、企業や

事業所への啓発活動も重要だと考えます。今後は地元企業を巻き込んだ取組も考えてみては

いかがでしょうか。また、課題・問題点にあるように、どの程度貢献できるか数値化が難し

いということはありますが、何らかの数値によって見える化することで、各家庭での動機付

けにもつながると思います。 

 

基本方針⑤ 郷土文化資産の保全・活用と地域に根ざした文化芸術活動の推進を図ります 

施策の柱① 文化芸術活動の支援  

５１４「文化活動支援事業」 

＜委員からの質疑＞今後子どもたちが何か文化活動を行う際に申請があった場合、今４団体

が助成されていますが、子どもたちが新たに何かしたいという場合は難しいのか、基準を満
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たせばできるものなのか教えてください。 

＜回答：文化芸術課＞この事業自体は、みらい創造財団の一事業として市の補助金を原資と

して行っています。上限 100万円という形でやっており、内規の中では、例えばその団体の

記念事業や、次世代育成事業については優先的に助成していこうということで検討していま

す。子どもたちは当然次世代ということで優先的に考えさせてもらっている形です。 

＜委員からのご意見＞次世代育成事業については、子どもたちは次世代ということで優先的 

に助成していこうと考えているとのことですので、今後さらに子どもたちの文化活動が広が 

っていく取組を支援していただきたいと思います。情報発信について、もう少し行えるとよ 

いと思います。  

５１７「文化ゾーン再整備事業」  

＜委員からの質疑＞市では文化面でも力を入れていると思いますが、比較的小規模に分散さ

れていると思います。例えば浮世絵館、市民ギャラリー、藤沢市アートスペースなどそれぞ

れにありますが、文化芸術を発信する文化ゾーンとして、この文化ゾーン再整備計画はその

中心となるものとして期待できる場所と思いますが、進行状況を教えてください。 

＜回答：文化芸術課＞市民会館、南市民図書館があります文化ゾーンにつきましては、6 月

1 日に市議会の藤沢都心部再生公共施設再整備特別委員会で、市民会館につきましては大規

模修繕建替えの検討、南市民図書館につきましては施設の構造上の問題でバリアフリー対応

等ができないので暫定的に移転することになっています。本市におきましては、公共施設の

再整備を行っていく際には複合化というものを考えています。仮に市民会館が建替えになっ

た場合には、利用者の皆さんとか関係者の方々のご意見を伺って、どんな施設を複合化して

いくのかというのも合わせて検討していく次第です。 

＜委員からのご意見＞藤沢市は、多方面に特徴ある形で文化芸術に力を入れているとは思い 

ますが、その中核として市の文化芸術に関するものを発信し、アピールしていくものを考え 

ていただきたいと思います。 

＜委員からのご意見＞藤沢市内の小中学生が利用する機会がある市民会館や市民図書館につ 

いて、修繕や建て替え、バリアフリー化の検討がなされていることは、教育活動においても、 

環境がよくなることであるので、ぜひ進めていただきたいと思います。        

施策の柱②歴史の継承と文化の創造 

５２１「歴史遺産保存整備活用事業」 

＜委員からの質疑＞事業内容の中に歴史的資産の活用が含まれていますが、活用に関する方 

針のようなものは定められているのか教えてください。 

＜回答：郷土歴史課＞歴史的遺産の活用につきましては、本年 3月に策定しました藤沢市文 

化芸術振興計画の基本目標 3歴史的文化資源の保存活用並びに次世代継承の中に、施策の② 

郷土の歴史的文化的資源活用に位置づけられて取り組んでいくことになっています。具体的 

な活用の方針はありませんが、市と文化財の保持者管理者が相談し、可能な限り公開活動を 

考えています。本年 2月 1日に市指定文化財に指定しました城南 4丁目にあります養命寺の 

木造十二神将立像に関しましては、3月 20、21日に公開をさせていただきました。 
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＜委員からのご意見＞本事業は、歴史・文化・地域を含むとても大切な事業だと思います。 

文化財の保存には、予算のことも関わるかもしれませんが、今後も文化財の適切で継続的な 

保存と指定を進めてほしいと思います。 

＜委員からのご意見＞文化財の活用と保存をどのように両立させていくのかは難しい問題で 

あるだけに、あらかじめ方針を定めておくことで、今後の運用にも役に立つのではないかと 

考えます。 

 

基本方針⑥ 健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います 

施策の柱① 健康づくりの推進 

６１１「健康づくり推進事業」 

＜委員からの質疑＞課題問題点で利用者が増えない現状をあげてますが、市民が気軽に参加 

して健康や体力への関心をもつ機会を作る工夫をしてますでしょうか。例えば、大和市のシ 

リウスの４階にとても魅力的な常設コーナーがありますが、そのよう設備を考えてますでし 

ょうか。 

＜回答：健康増進課＞本市には大和市のような常設の健康のチェックできる施設はありませ 

ん。また、常設場所や設置は考えていませんが、利用者を増やす取組で、医師会の協力のも 

と検診の際に受託医療機関の説明会を実施し、その際リーフレットの配布と事業の紹介を行 

っています。その中で問題のある方や生活習慣病の傾向のある方には積極的にこの施設の紹 

介をお願いしています。一般の皆様については、健康や体力の関心を広く高める機会を持つ 

ということで、今年度から出張での健康チェックという形で体組成計血圧測定握力測定など 

をイベントなどの機会に実施を予定してます。7月 22日にマンモグラフィ検診車が市役所 

で実施しますが、今年度年 6回を行う予定です。併せて検診に来られた方、通りがかりの方 

でも健康チェックできる機会を設けたいと思います。また、その他のイベントにおいてもそ 

ういった機会を設けさせていただくとともに、協定を結んでいる事業者や商業施設とも協力 

して実施することも検討しています。 

＜委員からのご意見＞従来の健康づくりトレーニングのプログラムの周知に努めるとともに、 

多くの市民が気軽に参加できる機会を作って、健康意識を高める取組をしていただきたいと 

思います。さらに、自治体主導の健康づくりの取組が様々紹介される場面を目にしますが、 

根本的に全市民に健康づくりに目を向けさせるような取組を本市でも期待します。 

＜委員からのご意見＞生活習慣病の予防・改善などを事業目的とした、とても大切な取り組 

みだと思います。市民一人ひとりが健康管理と健康相談を日常的かつ継続的に行うことがで 

きるような環境づくりを進めてほしいと思います。 

 

基本方針⑦ 多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します 

施策の柱① 多文化・多世代の交流の推進 

７１１「多文化共生推進事業」 

＜委員からの質疑＞この事業を行う中で実際に外国の方から困りごとや生活のしにくさなど 
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を知る場面はありましたでしょうか。 

＜回答：人権男女共同平和課＞この事業は、平成 23年度から外国人市民の委員が藤沢市で 

の生活について話合いを行い、その意見を市の施策に反映することや外国人市民が街づくり 

に参加するきっかけとすることを目的に、藤沢市外国人市民との共生を考える会議を開催し 

ています。平成 25年度からは藤沢市外国人市民会議という名称で実施しています。この委 

員の構成は日本に長く住む方や日本語教室に継続して通っている学習者が中心となっており、 

そのため今困っていることというよりは日本または藤沢に住み始めた頃に困っていたことな 

どのお話を伺う機会もあります。これまで寄せられた市政に関する困りごとの例として、行 

政の外国人向けの情報や多言語資料について、庁内の様々な課に分散しているため困ってい 

るとか、転入・届出の際に分厚い案内冊子を渡されてもなかなか必要な時に必要な情報を入 

手できないといった意見もありました。また、日ごろの生活の中で地域で友だちを作りたい 

が自治会の行事に参加して溶け込むのが難しいような意見等もあり、外国人市民としての生 

活経験から自分たちにできることを自ら考えた結果としてそのような意見をいだたくことも 

あります。 

＜委員からのご意見＞取組内容を広く周知し、外国人市民の方々が藤沢市で暮らしやすいよ 

うなきっかけづくりをしていただきたいと思います。藤沢に暮らす一員として、顔の見える 

交流の機会を増やしていけるとよいと思います。  

施策の柱② 学校・家庭・地域等の連携、協働の推進 

７２５「男女共同参画推進事業」 

＜委員からの質疑＞平成 29年度の進捗状況をみるととても活発に事業が進められていると 

感じますが、担当の方から直接事業内容等、国や市の男女共同参画意識の現状についてお伺 

いします。また、特に注目という事業がありましたらお話しください。 

＜回答：人権男女共同平和課＞啓発事業として、男女共同参画推進の理解と関心を深めるた 

めに職員向けの研修を実施しています。新採用研修、採用 8年目研修また所属長研修等の研 

修を通して理解を深めていただくこと、あるいは男女共同参画集会におきましては、啓発事 

業としてサンパール広場にて横断幕の設置、市役所の新館一階ロビーではパネル展を実施し 

ました。また男女共同参画ネットワーク協力員との連携を通して意識啓発と情報交換を進め 

るということで地域での研修会や地域講演会等を実施しています。さらに、男女共同参画社 

会の実現に向けて市民やプランの協議会の委員等で構成する実行委員会が企画したフォーラ 

ムの実施、また「輝け地球」という情報誌を発行してます。これは市民広報の方の企画編集 

による情報誌の発行で、庁内をはじめ市内の金融機関や郵便局、商工会議所等に配布し、市 

民への周知を図っています。また啓発用の名刺サイズの DV相談窓口案内カードを作成し、 

庁内、市内デパート、スーパーのトイレなどに設置し、あるいはネットワーク協力委員によ 

る各 13地区の公民館祭り等でも配布し、啓発に努めています。特に目玉が何かということ 

ではありませんが、全般を通して今後とも広く市民の方に周知していくことで考えています。 

また、国や市の現況ですが、国におきましては平成 27年 8月に女性活躍推進法が成立し、 

それをふまえて平成 27年 12月には第 4次男女共同参画基本計画法を策定しています。そ 
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の中で強調している視点としてはあらゆる分野における女性の活躍、安心安全な暮らしの実 

現、男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備、推進体制の整備強化これらを実現するた 

めに女性活躍加速のための重点方針を定めて取り組んでいます。本市におきましては、藤沢 

男女共同参画プランを改定し、その際には平成 23年の策定以降の社会状況の変化などによ 

り国の計画などもふまえた見直しを行ったところです。 

＜委員からのご意見＞様々な方面から啓発のための取組が行われている事がわかりました。 

学習指導の場でも当然この理念に基づいていることと思いますが、物心つくときから個人が 

お互いを尊重し、協力し合うという意識を育んでいただきたいと思います。 

 

基本方針⑧ 命を守る「教育の推進」「教育環境の整備」「コミュニティづくりの推進」を図 

ります 

施策の柱①命を守る教育の推進 

８１２教育文化センター研究研修事業 

＜委員からの質疑＞平成 30年度の事業計画に研修講座１回「地域と学校をつなぐ防災教育」

が計画されてますが、この講座を持つことによって保護者や地域住民を取り込んでの防災教

育やネットワークづくりについてどのようにお考えでしょうか。 

＜回答：教育指導課＞防災教育そのものについては基本的に学校で行いますが、これまでも

9月 1日に学校が保護者の方に引き渡すような訓練を行ったりしています。引き渡し等の訓

練については保護者と学校だけとなってしまうところがあったり、これは地域性ということ

もあり、うまく地域をまきこめないところもあり、地域によっては地域ぐるみでやるという

ことで保護者だけではなく地域の集会所で防災についてみんなで学んでいくということもあ

りますので、現在、学校と地域と保護者がやっているような事例はあります。今年度、教育

文化センターで 8月 1日に学校危機管理講座を設け、危機管理の面で著名な中林一樹先生を

お招きし、すべての教員が各授業、いろいろな授業でまず防災教育に携わるんだと、そして

それを体系化してすべての教員がすべての科目で防災災害を学び、災害を考えるような授業

をしたらどうかという提言をいただきます。また、家庭と子どもたちの間では例えば宿題を

やることによって家庭と学校と防災を一緒に考えようとか、運動会で家庭と地域つなぐ手立

てがあるのではないかということを今回防災教育のプログラムとして考えてみようという講

座を予定しています。 

＜委員からのご意見＞防災に関しては、地域と家庭の協力が不可欠なので、学校ぐるみでそ

の意識を共有することができる本事業に期待します。さらに言えば、保護者会を含め、近隣

地域の学校同士の連携の強化もお願いしたいと思います。 

＜委員からのご意見＞テーマを掲げ、しっかりと研修、研究を行い、授業をより質の高いも

のへとするために活かしていってほしいと思います。学校・地域・家庭を結ぶ取組について

も、もっと研修のテーマとして組み込んでほしいと思います。  

施策の柱③命を守るコミュニティづくりの推進 

８３２「学校防犯対策強化事業」（こども１１０番・安全マップ） 
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＜委員からの質疑＞安全マップですが、地域安全マップの見直しはどうように行われて教え 

てください。 

＜回答：教育指導課＞地域安全マップですが、一般的な防犯マップ、防災マップとは違い、 

マップというものを子どもたちが作るにあたってどのような所が犯罪が起きやすい場所だろ 

うかと考えながら作るマップ、実際に地域にフィードバックしながら写真を撮ったりしなが 

ら作るマップです。マップづくりの中で子どもたちの犯罪が起きやすい場所は、犯罪者が入 

りやすい場所とか見えにくい場所であるとかを学んでいくというものです。ですので、この 

マップを作成し直すということよりも、その時の子どもたちがそれを作ることによって、ど 

ういう場所が危険なのかを学んでいくものです。 

＜委員からのご意見＞子どもたちが実際に自分たちで危険な場所を想定しながらマップを作 

ることは、実践的で良い取組だと思います。ぜひ、マップを有効活用し、どのようにすれば 

危険を回避し、身を守ることができるかを学んでほしいです。また、保護者や地域の方々に 

も、見守りの際の参考にしていけたらよいと思います。   

 

〈全体的なご意見〉 

〇全体として、適切な目標設定と運用が図られているように思います。ただ、特に人を充て

る事業においては、現場の教員の負担や人手不足が透けて見えるようなところがあり、その

点は気になります。教員の過重労働はどこでも言われていることですので、短期的な改善は

難しいところだと思いますが、何とかならないかとも思います。 

〇様々な課で子どもたちを取り巻く環境をよりよくするために多くの取組を行ってくださっ 

ていることが分かり、深く感謝しています。もう少し、保護者や地域、関係機関等への情報 

提供、情報発信がなされるとよいと思います。   
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４ 点検・評価及び進行管理を通じての教育委員会へのアドバイス 

 

＜藤井佳世 委員長＞ 

今年度で３年目になりました。昨年までの内容を踏まえながら、地区ごとの特色や

それぞれの状況に配慮した多様性の視点から質問をいたしました。点検・評価では、

各委員からの様々な質問に対して詳細な説明がなされることによって、報告書からは

読み取りにくい一つ一つの事業の意義や射程が明確になると感じています。 

どの事業も、とても意味のある取組だと思いました。一つ一つは、異なる事業内容

であり、目的も異なるのですが、広く市民の生活の充実に関わる点では共通している

ように思います。とてもたくさんのことに取り組んでいる背景には大きな目標やその

背景にある考えがあると思いますので、年次ごとの取組計画における数値の達成とと

もに、それぞれの事業の背景にある考え方や事業同士のつながりについてもう少しお

話いただけると、取組の方向やその上での課題を知ることができるように思います。 

市民一人ひとりが充実した生活を送ることができるように、さらに多様性に配慮し

た事業の取組を期待すると同時に、充実した学びの展開が広がることを願っています。 

  

＜渡邉美子 副委員長＞ 

今年度で点検評価にかかわらせていただくのは 2回目となります。改めて藤沢市で

取り組まれている多くの事業を見直し、1年目と違う目線になるものもありました。 

その一つが連携についてです。昨年は一つ一つの事業を見ることに精一杯でしたが、

今年はそれぞれの事業が周りの事業とどのように関わりあっているのかがとても気に

かかりました。質問させていただいた特別支援教育推進事業についてもそれぞれの立

場で支援を必要とする児童生徒の立場に立って支えていることがよくわかりました。 

中学校英語科教員派遣事業もそうですが、今までの組織体制の垣根を越えて、最終

的な目標のために連携しながら事業を推し進めることに今後も積極的に取り組んでい

ただきたいと思いました。そして、必要ならば外部の専門機関を活用するなりして、

時には合理的に効果の上がる方法を模索しながら事業を展開してくださると良いので

はないかと思います。 

二点目は生涯学習の分野における周知に関することです。今までのような広報など

による受動的に情報を得る方法ではなく、求める人が自ら求めるものだけを深く知り

たがる時代になってきたような気がします。このような変化を考えながら、市民が求

める事業展開と発信方法を工夫していただけたらと思います。 

そのうえで、市民が受け身でなく主体的に参加していけるような場、発信し合い情

報を共有し合えるような場の提供が、活力ある藤沢市を育むことになると思います。 

私なりの意見を述べさせていただきましたが、それぞれの事業は予算や時間など限

られた制約のある中でしっかりと工夫しながら進められていると思いますので、今後

も藤沢市民のために頑張っていただきたいと思います。 
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 そして最後に、このような機会をいただいたことに感謝申し上げます。 

 

＜渡邊 泰典 委員＞ 

今年度はじめて点検評価に関わることとなりました。藤沢市に位置する大学の一員

として、重要な仕事を引き受けた責任を感じているところです。その一方で、この仕

事を引き受けたことによって、点検評価の実際を観察する貴重な機会が与えられたと

も言え、大学でも自己点検や認証評価と言った PDCAサイクルを意識した取組が導入

されてきていることから、私自身の勉強となることも色々とありました。以下、今回

の点検評価活動の中で気づいたことを挙げたいと思います。 

第一に気になったことは、学校現場で児童生徒と向き合う教員の負担の増加です。

学業、生活の両面で以前よりも細かいサポートが必要とされる一方で、教員数の増加

は業務の増加に見合っているとは思えません。加えて、協働や連携の推進は関係者間

の協議の増加をもたらすことから、これも現場の教員の時間を圧迫することが予想さ

れます。小中学校だけではなく大学でも協働の推進が非常にうたわれています。それ

によって会議が増えてしまうということがおこっています。もちろん、協働や連携の

推進それ自体は好ましいことですが、適切な人員配置や、情報共有のための手段の検

討などによって、一人一人の負担が過重なものとならないよう目配りすることをお願

いしたいと思います。 

次に、こちらはやや些末なこととなりますが、報告書に記載されている情報につい

て、年次毎の目標値に対する成果が、評価対象年度（H29年度）のものだけしか書か

れていないことが気になりました。これは特にあらかじめ数値目標が記載されている

場合に関わるものですが、年次ごとの取組計画と予算・決算については経年で記載さ

れているものの、実績については当該年度のものしか情報がないため、目標値の設定

が妥当かどうか判断に迷うケースがいくつかありました。例えば、実績が目標値を下

回った場合に、当該年度のみの未達なのか、過去から継続しているのかでは、課題・

問題点での取り上げ方も変わってくると考えられるため、過去の実績値を報告書に含

めることについても検討をお願いしたいと思います。 

大学の認証評価や自己点検では、点検活動それ自体は教育や研究に関わるような生

産的なものではないため、関わる教職員のモチベーションはどうしても上がりにくい

ということがあります。行政の点検評価活動でも、同じようなことがあるのではない

かと想像していますが、実際に点検活動行うことによって、自分たちでも見落として

いたことを見つける機会となることもありますので、毎年続けていくことが何よりも

大切なのだろうと思います。今後も藤沢市や藤沢市の教育のために、点検評価活動も

改善しつつ継続していくことを期待しています。 

 

＜伴 瑞穂 委員＞ 

点検・評価作業を通じて、子どもたちのために様々な取組がなされていることを改
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めて知りました。自分自身が子育てをする中で、気がつかなかった事業も多くありま

した。ぜひ、素晴らしい事業のさらなる周知方法を検討し、より多くの子どもたちの

ために還元できるようお願いいたします。親として市民として PTA としてご協力で

きることがあれば喜んでさせていただきたいという気持ちがある人もたくさんいると

思いますし、私自身も協力させていただきたいと強く思いました。家族形態が多様化

し、家庭環境も様々である中、教育活動に取り組む教育委員会並びに関係各課の日々

のご尽力と様々な事業展開、企画力に感謝をします。                                                       

子どもたちにとっても、親にとっても当たり前としての義務教育という場、時間は

とても重要だと感じています。子どもたちが安心して毎日が送れるよう、当たり前の

居場所という存在となるよう、また、無条件に受け入れてくれる場であるように願っ

ています。子どもたちはなかなかSOSを発信する場所が見つけにくい環境にいます。

学校というのは大人に SOS をいつでも出せる唯一の場でもあり、人間形成を行う大

切な場所です。どうぞ、異変がある場合には見逃さず関係機関と連携し、健やかな成

長をオール藤沢という体制で見守っていけるようお願いいたします。                                             

また、子どもたちの可能性、経験を多く積むことのできる学校教育の現場が掲げて

いる施策の柱に向かっていけるよう、みんなで支えていける体制づくりを強く望みま

す。毎日、現場の先生方はとても負担が大きく業務量が多いということは報道等でも

わかっていることでありますが、親として先生方のお仕事に大変敬意をもっておりま

す。現場の先生方の負担を軽減することで、より良い教育の場となること、教育の質

の向上と、心の充実、子どもたちに寄り添い、向き合える時間の確保がなされること

を期待しております。 
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第３部 

 

教育委員会の活動状況 
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１  教育委員会について  

  地方公共団体が、教育・学術･文化等に関する事務を行う場合は、その性質上

◇ 政治的中立を維持すること   

◇ 行政が安定していること  

◇ 住民の意思を反映すること    

などが求められます。   

これらに応えるため、都道府県及び区市町村には知事または区市町村長から独

立した行政委員会として、教育委員会が設置されています。  

藤沢市教育委員会は、教育長と４人の委員で組織され、教育についての方

針･施策は、この教育委員会での合議によって決められています。  

教育委員は、毎月の教育委員会定例会に出席し議案等を審議するだけでなく、

各種の会議や研修会にも出席しています。  

また、教育施設の視察や学校行事、地域の行事、市の主催行事等にも出席し、

教育を取り巻く状況の把握と市民の意見聴取に努めています。  

 

◆平成３０年度の教育委員          （H３０ .４ .1現在）  

職 名 氏  名 任  期 

教育長 平 岩 多恵子 H29. 4. 1～H32. 3.31 

教育長職務代理者 飯 島 広 美 H29. 4. 1～H33. 3.31 

委 員 小 竹 伊津子 H26.10. 1～H30. 9.30 

委 員 中 林 奈美子 H27.10. 1～H31. 9.30 

委 員 大 津 邦 彦 H28.10. 1～H29. 9.30 

 

２  平成2９年度の活動実績  

  平成2９年度の教育委員の活動実績については次のとおりです。  

 

（１）教育委員会         

藤沢市教育委員会では、毎月定例会議を開催しております。また、教育長

が必要と認めたときには臨時会議が開催されます。  

教育委員会定例会，臨時会 １７回  

   ○定例会（１２回）        ○臨時会（５回）  

     提出案件    ４９件      提出案件    ５件  

    ・上程議案   ３２件      ・上程議案   ５件  

    ・議題      ２件       

    ・教育長報告   ６件  

    ・請願      １件  

    ・その他     ８件  
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教育委員会定例会の様子  

 

（２）総合教育会議   ３回  

【主な議題】・子どもたちを取り巻く環境について  

・教育大綱普及啓発に係る取組について  

・地域における子どもの育ちや見守りについて 

・オリンピック・パラリンピック教育プログラムについて  

 

（３）その他会議  ３８回  

議案説明、委員協議会、神奈川県市町村教育委員会連合会総会及び役員会、  

教科用図書採択審議委員会、教育振興基本計画評価委員会  等 

 

（４）委員研修会、研究協議会  ３回  

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会、  

市町村教育委員会研究協議会、市町村教育委員研究協議会  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会の様子  
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（５）教育施設視察  ３０カ所（３０回）  

高谷小・大鋸小・俣野小・秋葉台小・中里小・御所見小・湘南台中・駒寄

小・羽鳥小・羽鳥中・湘洋中・明治中・村岡小・大道小・善行小・六会中・

六会小・大越小・天神小・亀井野小・本町小・高倉中・長後中・富士見台

小・湘南台小・八ヶ岳野外体験教室訪問・高砂小・鵠南小・新林小・第一中  

 

（６）学校行事  ３２件  

研究発表会、小・特別支援学校体育大会、小学校水泳大会、小学校運動会、  

中学校体育祭、特別支援学校運動会、白浜祭  等  

 

（７）地域行事等  １件  

藤沢市伝統芸能発表会  

 

（８）市の行事、大会等  １８件  
教職員辞令交付式、教育文化貢献者感謝会、学校保健大会、市展表彰式、

  スポーツ人の集い、成人式、「こころの劇場」小学生招待事業  
Stopいじめ！中学生の集い inふじさわ、全国中学生ビーチバレー大会、
藤沢市賀詞交換  等 
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参 考 資 料 
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白紙 
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基本理念 

３つの目標 

８つの基本方針 

未来を拓く「学びの環」ふじさわ 

～学びを通して人と地域がつながる生涯学習社会、ふじさわを目指す～ 

 

一人ひとりの夢を育み、

未来を拓く子ども（藤沢

っ子）を育成する 

多様な学びをつなげる

生涯学習ネットワーク

を構築する 

学校・家庭・地域・行政

が連携、協働する子育て、

教育支援体制を推進する 

 

７ 多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します 

 
８ 命を守る 「教育の推進」「教育環境の整備」「コミュニティづくりの推進」を図り

ます 

 

６ 健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います 

 

５ 郷土文化資産の保全・活用と地域に根ざした文化芸術活動の推進を図ります 

 

４ 多様な学びのできる生涯学習社会を目指します 

 

３ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

 

２ 家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援、充実を図ります 

 

１ 共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します 
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基本方針ごとの施策及び実施事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 共に学び、多くの人とかかわり合いながら自立する子どもを育成します 

施策の柱 実施事業 

１ 確かな学力の向上 
1 教育課程推進事業   2 国際教育推進事業   

3 学校ＩＣＴ機器整備事業（情報教育）  4 中学校英語科教員派遣事業 

２ 熱意と指導力のある教員の育成 1 各教科研究研修関係事業  2 教育文化センター研究研修事業  

３ 
開かれた学校づくりと信頼される学

校経営の推進 
1 教育指導事務事業（計画訪問・要請訪問） 

４ 
豊かな心と健康な身体を育む教育

の推進 

1 人権・環境・平和教育関係事業  2 児童生徒指導関係事業  

3 八ヶ岳野外体験教室の充実事業  4学校給食をとおしての食育推進事業  

5 環境教育推進事業  6 いじめ暴力防止対策事業  7 人権施策推進事業費 

５ 
一人ひとりのニーズに応じた教育の

推進 

1 特別支援教育推進事業  2 学校教育相談センター事業  3 児童生徒指導関係事業 

4 教育指導事務事業（学習指導員による補修授業）  5子ども発達支援事業 

６ 
子どもと社会をつなぐ教育の推進

（新規） 

1 教育課程推進事業（キャリア教育）  2 技能職体験事業（学校訪問・職場体験実施） 

3 障がい者就労支援事業（特別支援学校就労体験）   

4 若年者就労支援事業（若者しごと応援塾：ユースワークふじさわ） 5 自立支援推進事業   

6 自立支援推進事業（就労支援）  7 生活困窮者自立支援事業（就労準備支援） 

8 子ども・若者育成支援事業 

 
２ 家庭教育・幼児教育・地域教育力の支援、充実を図ります 

施策の柱 実施事業 

１ 家庭における教育力の向上 
1地域子育て支援センター事業  2 つどいの広場事業  3 放課後児童健全育成事業 

4 母子保健事業  5学校・家庭・地域連携推進事業 

２ 幼児教育の推進 

1 幼稚園協会等補助金事業  2 幼稚園等就園奨励費補助金事業   

3 幼児教育振興助成事業  4 幼稚園等預かり保育推進事業   

5 幼稚園・保育所・小学校・中学校連携推進事業   

３ 地域における教育力の向上 
1 子育てふれあいコーナー事業  2 地域子育て支援センター事業 

3 つどいの広場事業 4 学校・家庭・地域連携推進事業 

４ 教育機会の均等保障 
1 要保護準要保護児童・生徒援助事業  2生活困窮者自立支援事業（学習支援） 

3 自立支援推進事業  4 奨学金給付事業 

８ つ の 基 本 方 針 
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３ 学校教育を充実させる人的、物的条件整備を図ります 

施策の柱 実施事業 

１ 
学びを支え質の高い教育環境の整

備 

1 特別支援教育整備事業  2 新入生サポート事業  3 学校図書館管理運営事業 

4 学校ＩＣＴ機器整備事業（教育用・校務用ＰＣ） 

２ 将来にわたって学べる環境整備 
1 学校施設維持保全事業  2 学校適正配置研究事業   

3 学校施設改築・大規模改修事業（老朽化解消） 

３ 
安全・安心で快適な学校施設の整

備 

1 学校安全対策事業  2 学校施設環境整備事業（トイレ改修整備）  

3 学校施設環境整備事業（空調設備整備） 4 学校施設環境整備事業（グラウンド等整備）   

5 学校施設緑化推進事業（芝生化・壁面緑化）  6 学校給食食器改善事業  

7 学校施設維持保全事業  8 防災対策事業（津波対策） 9 中学校給食施設整備事業 

  ４ 多様な学びのできる生涯学習社会を目指します 

施策の柱 実施事業 

１ 生涯学習の推進 1 生涯学習推進事業 2 地球温暖化対策普及啓発事業 3 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ関連事業 

２ 
多様な学びを支援する図書館活動

の推進 

1 総合市民図書館運営管理事業  2 総合市民図書館市民運営事業   

3 総合市民図書館整備事業  4 図書館情報ネットワーク事業   

5 障がい者・高齢者への宅配サービス事業  6 子ども読書活動推進事業   

7 点字図書館事業  8 新しい時代に即した「これからの図書館」推進事業  

３ 
多様な文化をつなげる学習機会づ

くりの推進 
1 公民館運営事業  2 藤沢公民館・村岡公民館再整備事業 

  ５ 郷土文化資産の保全・活用と地域に根ざした文化芸術活動の推進を図ります 

施策の柱 実施事業 

１ 文化芸術活動の支援 

1 市民ギャラリー事業  2 文化芸術振興事業  3 市民文化創造事業   

4 文化活動支援事業  5 文化芸術活動広域ネットワーク事業   

6 アートスペースの整備・運営事業  7 文化ゾーン再整備事業 

２ 歴史の継承と文化の創造 

1 歴史遺産保存整備活用事業  2 文化財保護事業  3 広域連携展示事業   

4 保管施設整備事業  5  映像資料保存公開事業  6 保存民家公開活用事業   

7 歴史資料公開活用事業  8  （仮称）ふじさわ宿交流館の整備・運営事業   

9 （仮称）藤澤浮世絵館の整備・運営事業  10 景観資源推進事業 

  ６ 健康で豊かなスポーツライフの環境整備を行います 

施策の柱 実施事業 

１ 健康づくりの推進 1 健康づくり推進事業 

２ スポーツ環境の充実 
1 子どもの体力向上対策事業  2 スポーツ施設整備事業  3 スポーツバリアフリー事業   

4 スポーツノーマライゼーション事業 

３ 生涯スポーツ活動の推進 
1 生涯スポーツ活動推進事業  2 スポーツサポート事業  3 競技スポーツ推進事業   

4 地域特性活性化推進事業 

  ７ 多文化・多世代が交流し、共生するコミュニティづくりを推進します 

施策の柱 実施事業 

１ 多文化・多世代の交流の推進 1 多文化共生推進事業 

２ 
学校・家庭・地域等の連携、協働の

推進 

1 地産地消の充実事業  2 人権施策推進事業  3 放課後子ども教室推進事業   

4 学校・家庭・地域連携推進事業  5 男女共同参画推進事業 

  ８ 命を守る「教育の推進」「教育環境の整備」「コミュニティづくりの推進」を図りま

す(新規) 

 

（新規） 
施策の柱 実施事業 

１ 命を守る教育の推進（新規） 1 学校安全対策事業（防災・防犯教育）  2 教育文化センター研究研修事業 

２ 命を守る教育環境の整備（新規） 

1 学校施設改築・大規模改修事業（老朽化解消）  2 防災対策事業（津波対策）   

3 防災資機材等の整備事業  4 通学路安全対策推進事業 

5 学校防犯対策強化事業（こども 110番・安全マップ） 

３ 
命を守るコミュニティづくりの推進

（新規） 

1 学校・家庭・地域連携推進事業（地域防災・防犯活動） 

2 学校防犯対策強化事業（こども 110番・安全マップ） 
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藤沢市教育振興基本計画評価委員会設置要綱  

 

（目的及び設置） 

第１条 藤沢市教育振興基本計画を効果的かつ確実に推進していくため、藤沢市教育振興基 

本計画評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 教育委員会の事務の管理・執行状況についての点検・評価に関する事項 

（２） 藤沢市教育振興基本計画の進行管理に関する事項 

  

（組織） 

第３条 委員会は、学識経験者、保護者の代表等５人以内で組織する。 

２ 委員は教育委員会が委嘱し、又は解任する。 

３ 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

４ 委員長は、委員の互選により定める。副委員長は委員長が指名する。  

５ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、１年以内とする。ただし、再任はさまたげない。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は委員長が招集する。 

２ 会議の進行は委員長が務める。 

３ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を求める

ことができる。 

５ 会議は、公開とする。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益又は公共

の利益を害する恐れがある場合、非公開とすることができる。 

 

（庶務） 

第６条  委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。 

 

（雑則） 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員 

会に諮って定める。 

  

附 則  

（施行期日） 

 この要綱は、平成２４年６月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２５年６月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 
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